
都道府県等における差別解消に関する条例集 

令和２年 11 月 1日現在 

＜差別全般の解消に関する条例＞ 

頁 都道府県等 条例 

P1 三重県 
人権が尊重される三重をつくる条例 

施行日：平成９年 10 月１日 

 

P3 東京都 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指

す条例 

施行日：平成 30年 10 月 15 日 

P7 大分県 
大分県人権尊重社会づくり推進条例 

施行日：平成 21年４月１日 

P10 栃木県 
栃木県人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 15年４月１日 

P12 福井県 
福井県人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 15年４月１日 

P14 和歌山県 
和歌山県人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 14年４月１日 

P16 滋賀県 
滋賀県人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 13年４月１日 

P18 愛媛県 
愛媛県人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 13年４月１日 

P20 大阪府 
大阪府人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 10年 11 月１日 

P22 高知県 
高知県人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 10年４月１日 

P24 佐賀県 
佐賀県人権の尊重に関する条例 

施行日：平成 10年４月１日 

P25 奈良県 
奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関する条例 

施行日：平成９年３月 27 日 

P26 鳥取県 
鳥取県人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成８年８月１日 

 

P28 川崎市 
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 

施行日：令和元年 12月 16 日 

P34 堺市 
堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例 

施行日：平成 19年１月１日 
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P36 大阪市 
大阪市人権尊重の社会づくり条例 

施行日：平成 12年４月１日 

 

P38 川崎市 
川崎市人権オンブズパーソン条例 

施行日：平成 14年４月１日 

 

＜部落差別の解消に関する条例＞ 

頁 都道府県等 条例 

P45 熊本県 
熊本県部落差別の解消の推進に関する条例 

施行日：令和２年６月 29 日 

P47 和歌山県 
和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例 

施行日：令和２年３月 24 日 

P49 奈良県 
奈良県部落差別の解消の推進に関する条例 

施行日：平成 31年３月 22 日 

P51 福岡県 
福岡県部落差別の解消の推進に関する法律 

施行日：平成 31年３月１日 

P54 徳島県 
徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例 

施行日：平成８年 12月 25 日 

P56 香川県 
香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例 

施行日：平成８年７月１日 

P58 大阪府 
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例 

施行日：昭和 60年 10 月１日 

 

＜女性・性差別の解消に関する条例＞ 

頁 都道府県等 条例 

P62 三重県 
三重県男女共同参画推進条例 

施行日：平成 13年１月１日 

 

P66 大阪府 

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関

する条例 

施行日：令和元年 11 月１日 

 

P68 福岡県 

福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条

例 

施行日：平成 31年３月１日 

P76 長野県 
長野県子どもを性被害から守るための条例 

施行日：平成 28年 7 月７日 



 

 

＜外国人に対する差別の解消に関する条例＞ 

頁 都道府県等 条例 

P80 大阪府 

大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に

関する条例 

施行日：令和元年 11 月１日 

 

P82 神戸市 

神戸市外国人に対する差別の解消と多文化共生社会の実現に関する

条例 

施行日：令和２年４月１日 

P84 大阪市 
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 

施行日：平成 28年１月 18 日 

 

＜その他の差別の解消に関する条例＞ 

頁 都道府県等 条例 

P88 三重県 

障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条

例 

施行日：平成 30年 10 月１日 

 

P98 三重県 
三重県子ども条例 

施行日：平成 23年４月１日 

 

P101 三重県 
三重県犯罪被害者等支援条例 

施行日：平成 31年４月１日 
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◎人権が尊重される三重をつくる条例（平成９年三重県条例第 51号） 

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、

個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。 

こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、私たち三重県民は、人権県宣言の趣

旨にのっとり、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するた

め、この条例を制定する。 

 （目的） 

第一条 この条例は、人権尊重に関し、県及び県内で暮らし、又は事業を営むすべての者（以

下「県民等」という。）の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定

めることにより、同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題への

取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を

図ることを目的とする。 

（県の責務） 

第二条 県は、前条の目的を達成するため、県行政のあらゆる分野において人権尊重の視点

に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策（以下「人権施策」

という。）を積極的に推進するものとする。 

２ 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町及び関係団体と連携協力するものと

する。 

（県民等の責務） 

第三条 県民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵

害してはならない。 

２ 県民等は、県が実施する人権施策に協力するものとする。 

（県と市町との協働） 

第四条 県は、市町に対し、県と協働して人権が尊重される社会の実現に努めること及び県

が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。 

２ 県は、市町が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。 

（基本方針） 

第五条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針（以下「人

権施策基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 人権尊重の基本理念 

二 人権に関する意識の高揚に関すること。 

三 同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題について、各分野

ごとの施策に関すること。 

四 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 

３ 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、次条第一項の三重県人

権施策審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。 

４ 前項の規定は、人権施策基本方針の変更について準用する。 
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（三重県人権施策審議会の設置） 

第六条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、三重県人権施策審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、人権施策に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

（審議会の組織等） 

第七条 審議会は、委員二十人以内で組織する。 

２ 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 前二項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満

とならないものとする。ただし、知事が、やむを得ない事情があると認めた場合は、この

限りでない。 

４ 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

この条例は、平成九年十月一日から施行する。 
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◎東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成 30 年東京

都条例第 93 号） 

 東京は、首都として日本を牽けん引するとともに、国の内外から多くの人々が集まる国際

都市として日々発展を続けている。また、一人一人に着目し、誰もが明日に夢をもって活躍

できる都市、多様性が尊重され、温かく、優しさにあふれる都市の実現を目指し、不断の努

力を積み重ねてきた。 

東京都は、人権尊重に関して、日本国憲法その他の法令等を遵守し、これまでも東京都人

権施策推進指針に基づき、総合的に施策を実施してきた。今後さらに、国内外の趨すう勢を

見据えることはもとより、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契

機として、いかなる種類の差別も許されないというオリンピック憲章にうたわれる理念が、

広く都民に浸透した都市を実現しなければならない。 

東京に集う多様な人々の人権が、誰一人取り残されることなく尊重され、東京が、持続可

能なより良い未来のために人権尊重の理念が実現した都市であり続けることは、都民全ての

願いである。 

東京都は、このような認識の下、誰もが認め合う共生社会を実現し、多様性を尊重する都

市をつくりあげるとともに、様々な人権に関する不当な差別を許さないことを改めてここに

明らかにする。そして、人権が尊重された都市であることを世界に向けて発信していくこと

を決意し、この条例を制定する。 

第一章 オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現 

（目的） 

第一条 この条例は、東京都（以下「都」という。）が、啓発、教育等（以下「啓発等」とい

う。）の施策を総合的に実施していくことにより、いかなる種類の差別も許されないという、

オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となるこ

とを目的とする。 

（都の責務等） 

第二条 都は、人権尊重の理念を東京の隅々にまで浸透させ、多様性を尊重する都市をつく

りあげていくため、必要な取組を推進するものとする。 

２ 都は、国及び区市町村（特別区及び市町村をいう。以下同じ。）が実施する人権尊重のた

めの取組について協力するものとする。 

３ 都民は、人権尊重の理念について理解を深めるとともに、都がこの条例に基づき実施す

る人権尊重のための取組の推進に協力するよう努めるものとする。 

４ 事業者は、人権尊重の理念について理解を深め、その事業活動に関し、人権尊重のため

の取組を推進するとともに、都がこの条例に基づき実施する人権尊重のための取組の推進

に協力するよう努めるものとする。 

第二章 多様な性の理解の推進 

（趣旨） 

第三条 都は、性自認（自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。）及び性的指向

（自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。）を理由
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とする不当な差別の解消（以下「差別解消」という。）並びに性自認及び性的指向に関する

啓発等の推進を図るものとする。 

（性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いの禁止） 

第四条 都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをし

てはならない。 

（都の責務） 

第五条 都は、第三条に規定する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進

を図るため、基本計画を定めるとともに、必要な取組を推進するものとする。 

２ 都は、前項の基本計画を定めるに当たっては、都民等から意見を聴くものとする。 

３ 都は、国及び区市町村が実施する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の

取組について協力するものとする。 

（都民の責務） 

第六条 都民は、都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努め

るものとする。 

（事業者の責務） 

第七条 事業者は、その事業活動に関し、差別解消の取組を推進するとともに、都がこの条

例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。 

第三章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 

（趣旨） 

第八条 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する

法律（平成二十八年法律第六十八号。以下「法」という。）第四条第二項に基づき、都の実

情に応じた施策を講ずることにより、不当な差別的言動（法第二条に規定するものをいう。

以下同じ。）の解消を図るものとする。 

（定義） 

第九条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 公の施設 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二の規定に

基づき、都条例で設置する施設をいう。 

二 表現活動 集団行進及び集団示威運動並びにインターネットによる方法その他手段に

より行う表現行為をいう。 

（啓発等の推進） 

第十条 都は、不当な差別的言動を解消するための啓発等を推進するものとする。 

（公の施設の利用制限） 

第十一条 知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するため、公

の施設の利用制限について基準を定めるものとする。 

（拡散防止措置及び公表） 

第十二条 知事は、次に掲げる表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事

案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講
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ずるとともに、当該表現活動の概要等を公表するものとする。ただし、公表することによ

り第八条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、

公表しないことができる。 

一 都の区域内で行われた表現活動 

二 都の区域外で行われた表現活動（都の区域内で行われたことが明らかでないものを含

む。）で次のいずれかに該当するもの 

ア 都民等に関する表現活動 

イ アに掲げる表現活動以外のものであって、都の区域内で行われた表現活動に係る表

現の内容を都の区域内に拡散するもの 

２ 前項の規定による措置及び公表は、都民等の申出又は職権により行うものとする。 

３ 知事は、第一項の規定による公表を行うに当たっては、当該不当な差別的言動の内容が

拡散することのないよう十分に留意しなければならない。 

４ 第一項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他知事が認める方法に

より行うものとする。 

（審査会の意見聴取） 

第十三条 知事は、前条第一項各号に定める表現活動が不当な差別的言動に該当するおそれ

があると認めるとき又は同条第二項の規定による申出があったときは、次に掲げる事項に

ついて、審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による申出があった

場合において、当該申出に係る表現活動が同条第一項各号のいずれにも該当しないと明ら

かに認められるときは、この限りでない。 

一 当該表現活動が前条第一項各号のいずれかに該当するものであること。 

二 当該表現活動が不当な差別的言動に該当するものであること。 

２ 知事は、前項ただし書の場合には、速やかに審査会に報告しなければならない。この場

合において、審査会は知事に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができ

る。 

３ 知事は、前条第一項の規定による措置又は公表を行おうとするときは、あらかじめ審査

会の意見を聴かなければならない。 

（審査会の設置） 

第十四条 前条各項の規定によりその権限に属するものとされた事項について調査審議し、

又は報告に対して意見を述べさせるため、知事の附属機関として、審査会を置く。 

２ 審査会は、前項に定めるもののほか、この章の施行に関する重要な事項について調査審

議するとともに、知事に意見を述べることができる。 

（審査会の組織） 

第十五条 審査会は、委員五人以内で組織する。 

２ 審査会の委員は、知事が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。 

３ 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を

妨げない。 

（審査会の調査審議手続） 



6 
 

第十六条 審査会は、知事又は第十三条第一項若しくは第三項の規定により調査審議の対象

となっている表現活動に係る第十二条第二項の規定による申出を行った都民等に意見書又

は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその

他必要な調査を行うことができる。 

２ 審査会は、前項の表現活動を行った者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を

述べる機会を与えることができる。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第一項の規定による調査を

行わせることができる。 

（審査会の規定に関する委任） 

第十七条 前三条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し

必要な事項は、知事が別に定める。 

（表現の自由等への配慮） 

第十八条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国

民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第十三条まで及び第十六条

の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。 

２ 第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に行

われた表現活動について適用する。 
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◎大分県人権尊重社会づくり推進条例（平成 20年大分県条例第 49 号） 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 人権尊重施策の実施（第七条―第十二条） 

第三章 大分県人権尊重社会づくり推進審議会（第十三条・第十四条） 

第四章 雑則（第十五条） 

附則 

人権は、すべての人が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営む

ために欠かすことのできない権利であり、人間の尊厳に基づく固有の権利である。すべての

人は、様々な個性をもった存在であり、人間として皆同じように大切な人権を有しているの

である。 

しかしながら、今日なお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、年齢、障がい、

疾病等による不当な差別その他の人権侵害が存在し、私たちの解決すべき課題となっている。 

一人ひとりが自分の人権のみならず他者の人権についても正しく理解し、配慮するととも

に、相互に人権を尊重し合い、その共存を図っていくことが重要である。すべての個人が自

律した存在としてそれぞれの幸福を追求することができる平和で豊かな社会の実現は、県民

すべての願いである。 

ここに、私たち大分県民は、すべての人の人権が尊重される社会づくりを進めるために、

たゆまぬ努力を続けていくことを決意し、この条例を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、人権が尊重される社会づくりについて、基本理念を定め、並びに県、

県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権が尊重される社会づくりに関して県

が実施する施策（以下「人権尊重施策」という。）の基本となる事項を定めることにより、

人権尊重施策を総合的に実施し、もってすべての人の人権が尊重される社会づくりを推進

することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 人権が尊重される社会づくりの推進は、すべての人が自己決定を尊重され、自己実

現を追求できる社会、すべての人が差別及びその結果生じる不合理な較差の解消に取り組

む社会並びにすべての人が多様な価値観と生き方を認め合う社会の実現に寄与することを

旨として行わなければならない。 

（県の責務） 

第三条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、人権尊重施

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、人権が尊重される社会づくりの推進に当たっては、県民（県民がその構成員であ

る団体を含む。以下同じ。）、事業者、市町村及び国と連携して取り組むものとする。 

３ 県は、人権尊重施策を実施するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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（県民の責務） 

第四条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他社会のあらゆる場に

おいて、人権が尊重される社会づくりが推進されるよう努めなければならない。 

２ 県民は、人権尊重施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、人権が尊重される社会づく

りが推進されるよう努めなければならない。 

２ 事業者は、人権尊重施策に協力するよう努めるものとする。 

（市町村との協働） 

第六条 県及び市町村は、それぞれが実施する人権が尊重される社会づくりに関する施策に

ついて、相互に協力するものとする。 

第二章 人権尊重施策の実施 

（人権尊重施策基本方針） 

第七条 知事は、人権が尊重される社会づくりを総合的に推進するため、人権尊重施策基本

方針（以下「基本方針」という。）を策定しなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 人権教育、人権啓発その他人権意識の高揚を図るための施策の方針 

二 相談、苦情解決その他人権侵害の救済に関する施策の方針 

三 社会的弱者に係る人権の諸課題に関する取組の方針 

四 前三号に掲げるもののほか、人権が尊重される社会づくりを推進するために必要な事

項 

３ 知事は、基本方針を策定するに当たっては、県民の意見を反映することができるよう適

切な措置を講じなければならない。 

４ 知事は、基本方針の具体化の方策としてその実施に関する計画を定めるものとする。 

（差別をなくす運動月間及び人権週間） 

第八条 差別の解消の取組を進めるために差別をなくす運動月間を、人権についての理解を

広めるために人権週間を設ける。 

２ 差別をなくす運動月間は八月一日から同月三十一日までとし、人権週間は十二月四日か

ら同月十日までとする。 

３ 県は、差別をなくす運動月間及び人権週間の趣旨を普及するとともに、その趣旨にふさ

わしい取組を行うものとする。 

４ 市町村は、地域の実情に応じて、差別をなくす運動月間及び人権週間の趣旨にふさわし

い取組を行うよう努めるものとする。 

（顕彰） 

第九条 知事は、基本理念にのっとり、人権が尊重される社会づくりの推進に寄与し、県民

の模範となる取組を行ったと認められるものを顕彰することができる。 

２ 知事は、前項の規定による顕彰を行うに当たっては、大分県人権尊重社会づくり推進審

議会の意見を聴くものとする。 
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（事業者を支援する施策） 

第十条 知事は、人権教育及び人権啓発の活動に取り組む事業者に対して、その活動を支援

する施策を行うものとする。 

（調査研究） 

第十一条 知事は、人権尊重施策の策定及び実施に関して、県民意識の把握その他の必要な

調査研究を行うものとする。 

（年次報告等） 

第十二条 知事は、毎年、人権尊重施策の実施状況についての報告書を作成し、これを公表

するものとする。 

第三章 大分県人権尊重社会づくり推進審議会 

（大分県人権尊重社会づくり推進審議会） 

第十三条 次に掲げる事務を行うため、大分県人権尊重社会づくり推進審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

一 第七条第一項の規定による基本方針の策定に当たって意見を述べること。 

二 第九条第二項の規定により顕彰について意見を求められた事項について、意見を述べ

ること。 

三 前二号に掲げるもののほか、人権が尊重される社会づくりの推進に関する重要な事項

について、知事に提言すること。 

（組織及び任期） 

第十四条 審議会は、知事が任命する委員二十人以内をもって組織する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

第四章 雑則 

（委任） 

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている大分県人権施策基本計画は、第七条第一項の規

定により策定された人権尊重施策基本方針とみなす。 

３ この条例の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、第十四条第二項の規定にかかわ

らず、平成二十二年九月十日までとする。 
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◎栃木県人権尊重の社会づくり条例（平成 15 年栃木県条例第２号） 

 人権は、人間の尊厳に由来する固有の権利である。 

人権尊重を基本原理とする日本国憲法の下に、人種、信条、性別、社会的身分、門地等に

よる不当な差別その他の人権侵害が行われることなく、すべての人々が人権を享有し、自律

した存在としてそれぞれの幸福を最大限に追求することができる平和で豊かな社会の実現は、

県民すべての願いである。 

また、ふるさと栃木県が、国際化、情報化、高齢化をはじめとする社会情勢の変化に的確

に対応しつつ、真に調和のとれた平和で豊かな地域社会として、今後とも活力ある発展を続

けていくためにも、私たち一人一人が、自分の人権のみならず他人の人権についても正しい

理解を持つとともに、権利の行使に伴う責任を自覚し、人権を相互に尊重し合い、人権の共

存を図っていくことが不可欠である。 

ここに、私たちは、基本的人権を保障した日本国憲法の精神に従い、すべての県民の人権

が尊重され、人権の共存が図られる人権尊重の社会づくりにたゆまぬ努力を傾けていくこと

を決意し、この条例を制定する。 

 （目的） 

第一条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにするとと

もに、人権尊重の社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊

重の社会づくりを総合的に推進し、もってすべての県民の人権が尊重され、相互に共存し

得る平和で豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。 

（県の責務） 

第二条 県は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する施策を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、人権尊重の社会づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、国及

び市町村と緊密な連携を図るように努めなければならない。 

（県民の責務） 

第三条 県民は、相互に人権を尊重しなければならない。 

２ 県民は、家庭、地域、学校、職域その他の様々な場において、人権尊重の理念に対する

理解を深め、人権意識の高揚に自ら努めるとともに、県が実施する人権尊重の社会づくり

に関する施策に協力するように努めなければならない。 

（県と市町村との協力） 

第四条 県及び市町村は、それぞれが実施する人権尊重の社会づくりに関する施策に関し、

相互に協力するものとする。 

（施策の基本方針） 

第五条 知事は、人権尊重の社会づくりの総合的な推進を図るため、人権尊重の社会づくり

に関する施策の基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 人権尊重の社会づくりに関する基本的方向 

  二 人権意識の高揚を図るための施策に関する基本的事項 
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三 人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項 

四 前三号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要事項 

３ 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、栃木県人権施策推進審議会の

意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（栃木県人権施策推進審議会） 

第六条 前条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定によりその権限に属

させられた事務を処理し、及び知事の諮問に応じ、人権尊重の社会づくりに関する重要事

項を調査審議するため、栃木県人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に規定するもののほか、人権尊重の社会づくりに関し必要と認められる

事項について、知事に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員二十五人以内で組織する。 

４ 委員は、学識経験を有する者、県議会の議員、市町村の長及び関係行政機関の職員のう

ちから、知事が任命する。 

５ 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 

２ （略） 
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◎福井県人権尊重の社会づくり条例（平成 15 年福井県条例第２号） 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る。これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、個人の尊重ならびに生

命、自由および幸福追求に対する権利の尊重を定めている日本国憲法の理念とするところで

ある。 

この理念の下、わたしたち一人一人が、互いの尊厳を認識し、互いの権利を尊重し合う人

権尊重の社会をつくり、もってより豊かなふるさと福井県を築くことは、わたしたちの願い

であり、責務でもある。 

しかしながら、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等に対する

人権侵害に関する問題は依然として存在しており、さらに、国際化、情報化、少子高齢化等

の進展に伴い、新たに取り組むべき課題も生じてきている。 

ここに、わたしたちは、人権尊重の社会づくりに不断の努力を傾けることを決意し、この

条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県、県民および事業者の責務を明らか

にするとともに、人権尊重の社会づくりのための施策（以下「人権施策」という。）の基本

となる事項を定めることにより、人権施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人権尊重

の社会の実現に寄与することを目的とする。 

（県の責務） 

第二条 県は、前条の目的を達成するため、県行政のあらゆる分野において、人権施策を積

極的に推進するものとする。 

２ 県は、人権施策を総合的に推進するための体制を整備し、および必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町、県民および事業者と連携するもの

とする。 

（県民および事業者の責務） 

第三条 県民および事業者は、人権に対する理解を深めるとともに、自らが人権尊重の社会

づくりの担い手であることを認識して、家庭、地域、学校、職域その他の社会のあらゆる

場において、常にすべての人の人権の尊重を念頭に置いて行動し、および県が実施する人

権施策に積極的に協力するものとする。 

（市町との協働） 

第四条 県は、人権施策について市町と情報の交換等連携を密にすることにより、市町と協

働して人権尊重の社会の実現に努めるものとする。 

（基本方針） 

第五条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るための基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 知事は、基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、福井県人権施策推進審議会の意

見を聴かなければならない。 
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３ 知事は、基本方針を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう配慮

しなければならない。 

４ 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前三項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。 

６ 知事は、基本方針に基づく人権施策の実施状況について、毎年度、福井県人権施策推進

審議会に報告しなければならない。 

（福井県人権施策推進審議会） 

第六条 人権施策の推進に関する重要事項の調査審議等を行うため、福井県人権施策推進審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（審議会の所掌事務） 

第七条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

一 基本方針の策定に関し調査審議し、知事に対して意見を述べること。 

二 基本方針に基づく人権施策の実施状況に関し調査審議し、必要があると認めるときは、

知事に対して意見を述べること。 

三 前二号に掲げるもののほか、人権施策の推進に関する重要事項についての調査審議お

よび建議に関すること。 

（審議会の組織等） 

第八条 審議会は、委員十人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

４ 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

６ 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が

その職務を代理する。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 
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◎和歌山県人権尊重の社会づくり条例（平成 14年和歌山県条例第 16 号） 

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法の精神

にかなうものである。 

この理念の下に、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別等を理由としたあらゆる人

権侵害や不当な差別が行われることなく、すべての人の人権が尊重される社会をつくること

は、私たちみんなの願いである。 

同時に、私たちは、社会の構成員としての責任を自覚し、常に他者の人権の尊重を念頭に

置いて、自らの人権を行使するようにしなければならない。 

このような認識に立ち、私たちは、現在及び将来の県民が人権という普遍的な文化が根付

いた平和で明るい社会の豊かさを等しく享受できるようにすることが、私たちの責務である

と確信する。 

ここに、私たちは、自然と人間との共生を目指す和歌山県で、人権尊重の社会づくりを進

めるために、不断の努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにするとと

もに、その施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重される豊かな

社会の実現を図ることを目的とする。 

（県の責務等） 

第二条 県は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚を図るための施策その他の人権

尊重の社会づくりに関する施策（以下「人権施策」という。）を積極的に推進するものとす

る。 

２ 県は、人権施策の推進に当たっては、国及び市町村と連携するものとする。 

３ 県は、市町村が実施する人権施策について、必要な助言その他の支援を行うものとする。 

４ 県は、人権施策の推進に当たっては、人権に関する実態の把握に努めるとともに、県が

実施した人権施策について定期的に公表するものとする。 

（県民の責務） 

第三条 県民は、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを

自覚して、人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の社会のあ

らゆる分野において人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めなければならない。 

（人権施策基本方針） 

第四条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる方針（以下「人権施策基

本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 人権尊重の社会づくりの基本理念 

二 人権意識の高揚を図るための施策に関すること。 

三 人権に関する相談支援体制の整備に関すること。 

四 人権問題における分野ごとの施策に関すること。 
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五 その他人権施策を推進するために必要な事項 

３ 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ和歌山県人権施策推進審

議会の意見を聴かなければならない。 

（和歌山県人権施策推進審議会の設置等） 

第五条 和歌山県人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、人権施策基本方針に関する事項を審議するほか、知事の諮問に応じ、人権尊

重の社会づくりに関する基本的事項を審議する。 

３ 審議会は、人権尊重の社会づくりに関する基本的事項に関し、知事に意見を述べること

ができる。 

（審議会の組織等） 

第六条 審議会は、委員十五人以内で組織する。 

２ 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の委員の残任期間と

する。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委任） 

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。  
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◎滋賀県人権尊重の社会づくり条例（平成 13 年滋賀県条例第 27号） 

すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳および権利について平等であ

る。 

すなわち、私たち一人ひとりは、様々な個性をもったかけがえのない存在であり、社会的

身分、門地、人種、民族、信条、性別、年齢、障害、疾病等により人権の享有を妨げられる

ことなく、個人として尊重されなければならない。そして一人ひとりの多様性が認められ、

それぞれのもつあらゆる可能性が発揮される機会が与えられなくてはならない。 

同時に、私たちはこのような自由と権利を行使するに際しては、他者の自由や権利を認め

合い、相互に尊重しなければならないという義務を負っている。 

こうした認識に基づいて、現在および将来の世代にわたり、豊かな自然に恵まれ環境を大

切にする滋賀に、人間としての尊厳が保障され、すべての人の人権が尊重される社会をつく

りあげることは、私たちみんなの願いであり、また責務である。 

私たち滋賀県民は、21世紀の初頭に当たり、人権が尊重される社会づくりを進めるために

不断の努力を続けていくことを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権が尊重される社会づくりに関し、県、県民および事業者の責務を

明らかにするとともに、人権が尊重される社会づくりを推進するための基本となる事項を

定めることにより、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に寄与することを目

的とする。 

（県の責務） 

第２条 県は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚を図るための施策その他の人権

が尊重される社会づくりに関する施策（以下「人権施策」という。）を積極的に推進するも

のとする。 

２ 県は、人権施策の推進に当たっては、国および市町との適切な役割分担を踏まえて、こ

れを行うとともに、必要な調整に努めるものとする。 

（県民および事業者の責務） 

第３条 県民および事業者は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、地域、学校、

職域その他の社会のあらゆる分野において、人権が尊重される社会づくりに寄与するよう

に努めなければならない。 

（人権施策基本方針） 

第４条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる方針（以下「人権施策基

本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 人権施策基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 人権が尊重される社会づくりの基本理念 

⑵ 人権意識の高揚を図るための施策に関すること。 

⑶ 相談支援体制の整備に関すること。 

⑷ 人権問題における分野ごとの施策に関すること。 

⑸ その他人権施策を推進するために必要な事項 
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３ 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ滋賀県人権施策推進審議

会の意見を聴くものとする。 

４ 知事は、人権施策基本方針を定めたときは、これを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、人権施策基本方針を変更する場合について準用する。 

６ 知事は、人権施策基本方針に関する施策の実施状況について、毎年度、滋賀県人権施策

推進審議会に報告するものとする。 

（人権施策基本方針との整合） 

第５条 県は、県行政のあらゆる分野における施策の策定および実施に当たっては、人権施

策基本方針との整合に努めるものとする。 

（滋賀県人権施策推進審議会の設置） 

第６条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、知事の

附属機関として、滋賀県人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、人権施策基本方針に関する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、人

権が尊重される社会づくりに関する事項について調査審議する。 

３ 審議会は、人権が尊重される社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べること

ができる。 

（審議会の組織等） 

第７条 審議会は、委員 18 人以内で組織する。 

２ 委員は、人権に関し学識経験を有する者および県民から公募した者のうちから知事が任

命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることを妨げない。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

付 則 

１ この条例は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

２ （略） 
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◎愛媛県人権尊重の社会づくり条例（平成 13 年愛媛県条例第 13号） 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る。 

これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことの

できない永久の権利としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念とするところでも

ある。 

しかしながら、我が国においては、社会的身分、門地、人種、信条、性別等による不当な

差別その他の人権侵害が存在しており、また、我が国社会の国際化、情報化及び高齢化の進

展等に伴い、人権に関する様々な課題も生じている。 

すべての人が幸せな生活を営むためには、県民一人ひとりが互いに人間の尊厳や権利を尊

び、差別や偏見のない平等と参加の地域社会づくりを実現していかなければならない。 

私たちは、人権が尊重される社会づくりのため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、こ

の条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにするとと

もに、必要な体制を整備し、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（県の責務） 

第２条 県は、前条の目的を達成するため、県民の人権意識の高揚を図るための施策及び人

権擁護に資する施策（以下「人権施策」という。）を策定し、及び積極的に推進する責務を

有する。 

２ 県は、人権施策を実施するに当たっては、国、市町及び関係団体と連携し、及び協力す

るものとする。 

（県民の責務） 

第３条 県民は、自らが、人権が尊重される社会をつくる担い手であることを認識し、人権

意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。 

（県と市町との協働） 

第４条 県は、市町に対し、県と協働して人権が尊重される社会の実現に努めること及び県

が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。 

２ 県は、市町が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。 

（基本方針の策定） 

第５条 知事は、人権施策の総合的な推進に関する基本方針を策定するものとする。 

２ 知事は、前項の基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ、愛媛県人権施策推進協

議会の意見を聴くものとする。 

（愛媛県人権施策推進協議会） 

第６条 人権施策の推進に関する重要事項を調査協議させるため、愛媛県人権施策推進協議

会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、人権施策の推進に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 
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第７条 協議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、人権問題に関し学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が委

嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

１ この条例は、平成 13 年４月１日から施行する。 

２ （略） 
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◎大阪府人権尊重の社会づくり条例（平成 10 年大阪府条例第 42号） 

全ての人間が固有の尊厳を有し、かつ、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理で

あり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念とするところである。 

かかる理念を社会において実現することは、私たち全ての願いであり、また責務でもある。 

しかしながら、この地球上においては、今日もなお、社会的身分、人種、民族、信条、性

別、障害があること等に起因する人権侵害が存在しており、また、我が国においても人権に

関する諸課題が存在している。 

さらに、私たち一人ひとりが人権を行使するに当たっては、社会の構成員としての責任を

自覚し、かつ、他者の人権の尊重を念頭に置くべきであるという道理を、より一層浸透させ

ていかなければならないという課題も存在している。 

人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、大阪が世界都市として発展していくためにも、

私たち一人ひとりが命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人の人権が尊重される豊かな社

会を実現することが、今こそ必要とされている。 

私たち一人ひとりが、こうした人権尊重の社会づくりを進めるために、たゆまぬ努力を傾

けることを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関する府、府民及び事業者の責務を明らかに

するとともに、府民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資する施策（以下

「人権施策」という。）の推進の基本となる事項を定め、これに基づき人権施策を実施し、

もって全ての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的とする。 

（府の責務） 

第二条 府は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重の社会づく

りに資するよう努めるとともに、人権施策を積極的に推進するものとする。 

２ 府は、人権施策の推進に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うとともに、

市町村、事業者及び府民との協働により、人権尊重の社会づくりを積極的に推進するため

の体制を整備するものとする。 

（府民の責務） 

第三条 府民は、人権尊重の社会づくりの推進について理解を深めるとともに、府が実施す

る人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第四条 事業者は、人権尊重の社会づくりの推進について理解を深め、その事業活動を行う

に当たり、人権尊重のための取組を推進するとともに、府が実施する人権施策の推進に協

力するよう努めるものとする。 

（基本方針の策定） 

第五条 知事は、人権施策を総合的に推進するために必要な事項を定めた基本方針を策定し

なければならない。 
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２ 知事は、前項の基本方針を策定し、又は変更するときは、あらかじめ大阪府人権施策推

進審議会（以下「審議会」という。）に諮問の上、その答申を添えて府議会の意見を聴かな

ければならない。 

３ 知事は、前項の意見を勘案した上で、第一項の基本方針を策定し、又は変更しなければ

ならない。 

（審議会への諮問等） 

第六条 審議会は、人権施策の推進に関し、知事の諮問に応じ、意見を述べることができる。 

２ 審議会の会議は、原則として公開とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十年十一月一日から施行する。 

（大阪府附属機関条例の一部改正） 

２ （略） 
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◎高知県人権尊重の社会づくり条例（平成 10 年高知県条例第２号） 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法におい

ても、法の下の平等及び基本的人権の保障について定められている。 

この理念の下に、すべての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる

人権尊重の社会をつくることは、私たちみんなの願いである。 

しかし、現実社会には、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者、ＨＩＶ感染

者等、外国人などに対する人権侵害の問題が依然として存在している。 

同和問題については、高知県においても行政の責務として長年取り組んできたが、いまだ

完全には解決されていない実態がある。 

県は、これらの問題の解決に先導的な役割を果たすべきであり、また、私たちは、力を合

わせてあらゆる人権問題の早急な解決を図っていかなければならない。 

ここに、私たちは、人権という普遍的な文化の創造を目指し、差別のない、差別が受け入

れられない人権尊重の社会づくりを進めていくことを決意して、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりについて、県、市町村及び県民（県内に在住す

る個人並びに県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同

じ。）の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な方針に関し必要な事項を定めること

により、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題への取組を推進し、もって真

に人権が尊重される明るい社会づくりに寄与することを目的とする。 

（県の責務等） 

第２条 県は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりを図るとと

もに、人権意識の高揚を目的とする教育及び啓発に関する施策（以下「人権施策」という。）

を総合的に推進するものとする。 

２ 知事は、人権意識の高揚を図るため、県内における人権に関する実態について定期的に

公表するものとする。 

３ 知事は、人権侵害に当たる行為をしたものに対して、必要な指導及び助言をすることが

できる。 

（市町村の責務） 

第３条 市町村は、自らの行政分野で人権尊重に配慮し、人権意識の高揚に努めるとともに、

県が実施する施策に協力するものとする。 

（県民の責務） 

第４条 県民は、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを

認識して人権意識の向上に努めるとともに、県又は市町村が実施する施策に協力するもの

とする。 

（人権施策の基本方針） 
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第５条 知事は、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題の解決に向けて、すべ

ての県民が自主的に取り組むよう意識の高揚を図るとともに、市町村及び県民の取組を一

層促進させるため、人権施策の基本方針を定めるものとする。 

（高知県人権尊重の社会づくり協議会） 

第６条 人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査協議させるため、高知県人権

尊重の社会づくり協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 知事は、前条の人権施策の基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を

聴くものとする。 

３ 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができ

る。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関する事項その他この条例

の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 10 年４月１日から施行する。 
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◎佐賀県人権の尊重に関する条例（平成 10 年佐賀県条例第 11 号） 

すべて人間は、人として生きていくための何人も侵すことのできない権利を生まれながら

に享有している。 

この人権は、すべての人の尊厳と平等に立脚したものであり、人権の尊重は、人類普遍の

原理として、日本国憲法の理念となっている。 

私たちは、この崇高な理念の下、差別や偏見のない、お互いの人権が尊重される社会を実

現するため、ここにこの条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権の尊重について、県、市町及び県民の責務を明らかにし、同和問

題及び女性、子ども、高齢者、障害者等の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が

尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。 

（県の責務） 

第２条 県は、人権の尊重に関する県民相互の理解を深めるため、国及び市町と連携協力し、

行政のあらゆる分野において教育及び啓発に関する施策の実施に努めるものとする。 

（市町の責務） 

第３条 市町は、人権の尊重に関する住民相互の理解を深めるため、県と連携協力し、行政

のあらゆる分野において教育及び啓発に関する施策の実施に努めるものとする。 

（県民の責務） 

第４条 県民は、自らが、人権が尊重される社会をつくる担い手であることを認識し、人権

意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。 

（基本方針） 

第５条 知事は、人権の尊重に係る教育及び啓発に関する施策を実施するための基本方針を

定めるものとする。 

２ 知事は、前項の基本方針を定めるに当たっては、市町、関係団体等の意見を聴くものと

する。 

附 則 

この条例は、平成 10 年４月１日から施行する。 
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◎奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関する条例（平成９年奈良県条例第 24 号） 

 基本的人権が尊重される、差別のない、自由で平等な社会の実現は、人類すべての悲願で

ある。 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る。 

しかしながら、我が国において、部落差別をはじめとして、女性、障害者、その他の社会的

弱者への差別が依然として存在しており、また、国際化、情報化及び高齢化の進展に伴い、

人権に関する様々な課題もみられるようになっている。 

我々は、新しい世紀の到来を前に、あらためて人間の尊厳を自覚し、差別を撤廃すること

が自由で平等な地域社会建設の基礎であることを認識し、人権意識の高揚と差別意識の解消

のため、たゆまぬ努力を行うことが必要である。 

我々は、あらゆる差別が撤廃され、人権が尊重される自由で平等な奈良県の実現を誓い、

ここにこの条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、人権の尊重について県及び県民の責務を明らかにし、同和問題その他

の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が等しく尊重される社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（県の責務） 

第二条 県は、前条の目的を達成するため、国及び市町村と協力しつつ、人権尊重に関する

県民相互の理解を深めるため、行政のあらゆる分野において教育及び啓発に係る施策の実

施に努めるものとする。 

（県民の責務） 

第三条 県民は、自ら人権意識の高揚を図り、相互に人権を尊重するとともに、県が実施す

る前条の施策に協力し、積極的に自己啓発に努めるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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◎鳥取県人権尊重の社会づくり条例（平成８年鳥取県条例第 15 号） 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であ

り、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、人類普

遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、かつ、法の下の平等及び基本的人権の保

障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。 

この理念の下に、お互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別と偏見

のない社会が実現されなければならない。 

ここに、我々鳥取県に暮らすすべての者は、豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育んでき

たふるさと鳥取の地で、共に力を合わせてこの使命を達成することを決意し、真に人権が尊

重される社会とするため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重に関し、県、市町村及び県内に暮らすすべての者の果たすべ

き責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問

題、女性の人権に関する問題、障害者の人権に関する問題などの人権に関する問題への取

組みを推進し、差別のない真に人権が尊重される社会づくりを図ることを目的とする。 

（県の責務） 

第２条 県は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する施策（以下「人

権施策」という。）を積極的に推進するとともに、県行政のあらゆる分野で人権に配慮し、

人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚を促進しなければならない。 

２ 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町村及び関係団体と連携協力しなけれ

ばならない。 

３ 県は、市町村が実施する人権施策について、必要な助言その他の支援を行うものとする。 

（市町村の責務） 

第３条 市町村は、県が実施する人権施策に協力するとともに、自らの行政分野で人権尊重

に配慮し、人権意識の醸成及び高揚に努めなければならない。 

（県内に暮らすすべての者の責務） 

第４条 県内に暮らすすべての者は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの

担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、県が実施する人権施策に

協力しなければならない。 

（基本方針） 

第５条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となるべき方針（以

下「人権施策基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 人権尊重の基本理念 

⑵ 人権に関する意識の高揚に関すること。 

⑶ 差別実態の解消に向けた施策に関すること。 

⑷ 相談支援体制に関すること。 

⑸ 前３号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要な施策に関すること。 
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⑹ 同和問題、女性の人権に関する問題、障害者の人権に関する問題などの人権に関する

問題における分野ごとの施策に関すること。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 

（人権に関する相談） 

第６条 知事は、人権尊重の社会づくりを推進するため、人権相談窓口（県民の人権に関す

る各般の問題につき、相談に応じるとともに、相談をした者（以下「相談者」という。）へ

の支援を行うための窓口をいう。以下同じ。）を設置する。 

２ 知事は、人権相談窓口において人権に関する相談を受けたときは、専門的知見を活用し

ながらその相談に応じるとともに、その当事者の相互理解と自主的な取組による解決を促

進するため、次に掲げる支援を行うものとする。 

⑴ 相談者への助言 

⑵ 国、県、市町村等が設置する相談機関（人権に関する相談、助言、苦情処理等を専門

的に行う機関をいう。）その他の関係機関（以下単に「関係機関」という。）の紹介 

⑶ 関係機関と連携した相談者の支援 

⑷ その他相談者及び関係機関に対する必要な支援 

３ 知事は、前項の支援を円滑に行うため、関係機関との緊密な連携の確保に努めるものと

する。 

４ 前３項に定めるもののほか、人権相談窓口の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（鳥取県人権尊重の社会づくり協議会） 

第７条 人権施策基本方針その他人権施策に県内に暮らすすべての者の意見を反映させるた

め、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、鳥取県人

権尊重の社会づくり協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、協議会の意見を聴くも

のとする。 

３ 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができ

る。 

第８条 協議会は、委員 26 人以内で組織する。 

２ 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成８年８月１日から施行する。 
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◎川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（令和元年川崎市条例第 35 号） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進（第３条～第 10条） 

第３章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進（第 11条～第

20 条） 

第４章 雑則（第 21 条・第 22 条） 

第５章 罰則（第 23 条・第 24 条） 

附則 

川崎市は、日本国憲法及び日本国が締結した人権に関する諸条約の理念を踏まえ、あらゆ

る不当な差別の解消に向けて、一人ひとりの人間の尊厳を最優先する人権施策を、平等と多

様性を尊重し、着実に実施してきた。 

しかしながら、今なお、不当な差別は依然として存在し、本邦外出身者に対する不当な差

別的言動、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題も生じている。 

このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者が協力して、不当な差別の解消と人権課題

の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく必要がある。 

ここに、川崎市は、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生

き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、この条例を制定す

る。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び事業者

の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事項及び本邦外出身者に

対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する事項を定めることにより、人権尊重

のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現

に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害

その他の事由を理由とする不当な差別をいう。 

⑵ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の

解消に向けた取組の推進に関する法律（平成 28年法律第 68 号。以下「法」という。）第

２条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。 

第２章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進 

（市の責務） 
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第３条 市は、この条例の目的を達成するため、不当な差別を解消するための施策その他の

人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。 

（市民及び事業者の責務） 

第４条 市民及び事業者は、市の実施する不当な差別を解消するための施策その他の人権に

関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（不当な差別的取扱いの禁止） 

第５条 何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害そ

の他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。 

（人権施策推進基本計画） 

第６条 市長は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、川崎市人権施策推進基本計画（以下「基本計画」という。）を策定

するものとする。 

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 人権に関する施策の基本理念及び基本目標 

⑵ 人権に関する基本的施策 

⑶ その他人権に関する施策を推進するために必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、川崎市人権尊重のまちづく

り推進協議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（人権教育及び人権啓発） 

第７条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民及び事業者

の理解を深めるため、人権教育（人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成 12 年法

律第 147 号）第２条に規定する人権教育をいう。）及び人権啓発（同条に規定する人権啓発

をいう。）を推進するものとする。 

（人権侵害による被害に係る支援） 

第８条 市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による被害の救済を

図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その他の必要な支援を行うもの

とする。 

（情報の収集及び調査研究） 

第９条 市は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を効果的に実施

するため、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。 

（人権尊重のまちづくり推進協議会） 

第 10 条 第６条第３項に定めるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進

に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市人権尊重のま

ちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員 12人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者、関係団体の役職員及び市民のうちから市長が委嘱する。 
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４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 第３項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、協議会に臨

時委員を置くことができる。 

７ 臨時委員は、前項の規定による調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

８ 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

９ 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 

10 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第３章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 

（この章の趣旨） 

第 11 条 市は、法第４条第２項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講ずることにより、

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものとする。 

（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止） 

第 12 条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機（携

帯用のものを含む。）を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又は

ビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国

又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出

身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせてはならない。 

⑴ 本邦外出身者（法第２条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。）をその居住する

地域から退去させることを煽せん動し、又は告知するもの 

⑵ 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は

告知するもの 

⑶ 本邦外出身者を人以外の者に例えるなど、著しく侮辱するもの 

（勧告） 

第 13 条 市長は、前条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別

的言動を行い、又は行わせた者が、再び当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係

る国又は地域と同一の国又は地域の出身であることを理由とする同条の規定に違反する同

条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動（以下「同一理由差別的言動」と

いう。）を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があると

きは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による勧告の日から６月間、同一理由

差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対

策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、

その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 

（命令） 

第 14 条 市長は、前条第１項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同一理由差別的言

動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、
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その者に対し、地域を定めて、この項の規定による命令の日から６月間、同一理由差別的

言動を行い、又は行わせてはならない旨を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対

策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、

その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 

（公表） 

第 15 条 市長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったとき

は、次に掲げる事項を公表することができる。 

⑴ 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人（法人でない団体で代表者又は管

理人の定めのあるものを含む。）にあっては、その代表者又は管理人の氏名 

⑵ 命令の内容 

⑶ その他規則で定める事項 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対

策等審査会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴いて、第１項の規定に

よる公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表される者にその理由を通知し、そ

の者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 

（公の施設の利用許可等の基準） 

第 16 条 市長は、公の施設（市が設置するものに限る。以下同じ。）において、本邦外出身

者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合における公の施設の利用許可及

びその取消しの基準その他必要な事項を定めるものとする。 

（インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表） 

第 17 条 市長は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方法による

表現活動（他の表現活動の内容を記録した文書、図画、映像等を不特定多数の者による閲

覧又は視聴ができる状態に置くことを含む。以下「インターネット表現活動」という。）の

うち次に掲げるものが本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは、

事案の内容に即して、当該インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

⑴ 市の区域内で行われたインターネット表現活動 

⑵ 市の区域外で行われたインターネット表現活動（市の区域内で行われたことが明らか

でないものを含む。）で次のいずれかに該当するもの 

ア 表現の内容が特定の市民等（市の区域内に住所を有する者、在勤する者、在学する

者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。）を対象としたもの

であると明らかに認められるインターネット表現活動 

イ アに掲げるインターネット表現活動以外のインターネット表現活動であって、市の

区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域内に拡散

するもの 
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２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該インターネット表現活動が本邦外出身者に対

する不当な差別的言動に該当する旨、当該インターネット表現活動に係る表現の内容の概

要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項を公表するものとす

る。ただし、これを公表することにより第 11 条の趣旨を阻害すると認められるときその他

特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。 

３ 前２項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うものとする。 

４ 市長は、第１項及び第２項の規定による措置及び公表をしようとするときは、あらかじ

め、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。 

５ 市長は、第２項の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者に対する不当

な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。 

（差別防止対策等審査会） 

第 18 条 第 13 条第２項本文、第 14 条第２項本文、第 15条第２項及び前条第４項に定める

もののほか、不当な差別の解消のために必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査審

議するため、川崎市差別防止対策等審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。 

４ 第 10 条第４項から第 10 項までの規定は、審査会について準用する。 

（審査会の調査審議手続） 

第 19 条 審査会は、市長又は第 17 条第４項の規定により調査審議の対象となっているイン

ターネット表現活動に係る同条第３項の規定による申出を行った市民等に意見書又は資料

の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要

な調査を行うことができる。 

２ 審査会は、第 13 条第２項本文、第 14条第２項本文若しくは第 15条第２項の規定により

調査審議の対象となっている者又は前項のインターネット表現活動を行ったと認められる

者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機会を与えることができる。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第１項の規定による調査を

行わせることができる。 

（表現の自由等への配慮） 

第 20 条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民

の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

第４章 雑則 

（報告及び質問） 

第 21 条 市長は、第 13条から第 15 条までの規定の施行に必要な限度において、第 12 条の

規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、若しく

は行わせたと認められる者又は第 13 条第１項の規定による勧告若しくは第 14 条第１項の

規定による命令に従わなかったと認められる者に対し、必要な報告を求め、又はその職員

に、関係者に質問させることができる。 
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２ 前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（委任） 

第 22 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。 

第５章 罰則 

第 23 条 第 14 条第１項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000 円以下の罰金に

処する。 

第 24 条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項に

おいて同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、

その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合

の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

⑴ 第６条第３項、第 10 条、第 11 条及び第 16条から第 20 条までの規定 令和２年４月

１日 

⑵ 第 12 条から第 15条まで、第 21 条及び第 5章の規定 令和 2 年 7月 1 日 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている川崎市人権施策推進基本計画は、第６条第１項

の規定により策定された基本計画とみなす。  
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◎堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例（平成 18 年堺市条例第 77号） 

わがまち堺に暮らす人々は、古代から国内外との交流を積極的に進め、創造性と自立の精

神をはぐくみ、わが国有数の自治都市を築いてきた。また、茶の湯を通じて世界に誇る平和

を尊ぶ文化を創造し、過去幾度もの戦禍に遭いながらも復興を成し遂げてきた。 

基本的人権の尊重や平和社会の実現と維持は、国際社会における共通の原理であり、日本

国憲法や世界人権宣言の理念とするところである。 

しかしながら、今なお、私たちの社会においては、人種、民族、国籍、信条、性別、社会

的身分、門地又は障害があること等による人権に関する多くの課題が存在し、さらに紛争や

貧困などにより、子どもや女性を始め多くの人々の生命や身体が危険にさらされ続けている

国や地域が地球上には数多く存在している。 

私たちは、こうした現実を直視し、未来を見据えて、戦争は最大の人権侵害であるという

認識を持つとともに、全ての人々が尊厳ある生命を全うできるような社会づくりを進める「人

間の安全保障」に積極的に関与していかなければならない。 

平和を尊ぶ文化の伝承者であり地球市民である私たちは、国際平和の実現と維持及び人権

課題の解決のために世界へ向かって行動し、発信するまち「国際平和人権都市・堺」の実現

に努めることを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、平和と人権を尊重するまちづくりの推進について、市の責務及び市民

の役割を明らかにするとともに、平和や人権尊重に関する意識の向上、人権課題の解決及

び人権擁護を図るための施策（以下「人権施策」という。）の推進の基本となる事項を定め、

もって平和と人権を尊重するまちの実現を図ることを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、国、大阪府及び国内外の関係機関並びに市民との連携を深め、あらゆる施策

を平和と人権を尊重する視点を持って実施するとともに、人権施策を総合的かつ計画的に

推進するものとする。 

２ 市政に携わる者は、この条例の理念を理解し、尊重し、及び行動しなければならない。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、この条例の理念を理解し、平和、人権等地球規模の課題について身近なこ

とから積極的に取り組む地球市民の一員としての認識を持って行動し、平和と人権を尊重

するまちづくりの推進に努めなければならない。 

（事業の推進） 

第４条 市は、平和と人権を尊重するまちづくりの推進について、次に掲げる事業を実施す

るものとする。 

⑴ 平和や人権に関する意識の向上のための教育及び啓発事業 

⑵ 交流、協力及び貢献に係る活動並びに顕彰を通して平和を促進する事業 

⑶ 人権擁護を推進する事業 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、この条例の目的の実現に資する事業 

（推進計画の策定） 
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第５条 市長は、平和と人権を尊重するまちづくりを総合的に推進するため、堺市人権施策

推進計画（以下この条において「推進計画」という。）を策定し、人権施策を推進するもの

とする。 

２ 市長は、推進計画を策定するに当たり、次条の堺市人権施策推進審議会の意見を聴くと

ともに、市民の意見を反映できるよう適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 市長は、推進計画の進行管理を行い、社会状況等の変化に対応し、適宜、見直しを行う

ものとする。 

（堺市人権施策推進審議会） 

第６条 人権施策の推進に関する重要事項を調査審議し、及び意見を述べるため、本市に堺

市人権施策推進審議会（以下この条において「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員 12人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱す

る。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 第２項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、

規則で定める。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 19年 1 月 1 日から施行する。ただし、第 6条の規定は、規則で定める日

から施行する1。 

  

                                                   
1 平成 19 年規則第 85 号で平成 19 年 8 月 1 日から施行。 
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◎大阪市人権尊重の社会づくり条例（平成 12 年大阪市条例第 25号） 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る。国際社会においては、世界人権宣言が採択されて以降、私たち一人ひとりが人権尊重を

基礎として世界の人々と共に歩む姿勢が求められている。また、我が国においては、日本国

憲法において基本的人権の享有が保障されている。 

しかし、今なお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害があること等に起因

する人権に関する様々な課題が存在しており、今日、一人ひとりの人権が尊重される社会を

実現することが一層必要になってきている。 

大阪市は、「国際人権都市大阪」の実現を目指し、「大阪市人権行政基本方針」に基づき、

市政のあらゆる分野において人権尊重の視点から施策を推進していかなければならない。 

また、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たっては、自らが社会の構成員としてその

責任を自覚し、互いに助け合い、他者の人権を尊重することが求められている。 

ここに、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現を目指して、生きがいのあ

る人生を創造できる自由、平等で公正な社会を実現していくために、私たち一人ひとりがた

ゆまぬ努力を傾け、人権尊重の社会づくりを推進していくことを決意し、この条例を制定す

る。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりの推進について、本市及び市民の責務を明らか

にするとともに、本市の施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重

される社会の実現に寄与することを目的とする。 

（本市の責務） 

第２条 本市は、すべての人の人権が尊重される社会を実現するため、国及び大阪府との連

携を図りながら、市政のあらゆる分野において必要な施策を積極的に推進するものとする。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを

認識して人権意識の向上に努めるとともに、本市が実施する人権尊重の社会づくりに関す

る施策に協力するものとする。 

（事業の推進） 

第４条 本市は、市民の人権意識の高揚等人権啓発に関する事業、人権問題に関する情報の

収集及び提供並びに相談ネットワークづくりその他の人権尊重の社会づくりを推進するた

めに必要な事業を行う。 

２ 本市は、人権啓発に関する事業を行うに当たっては、大阪市人権啓発推進協議会及び各

区の人権啓発推進協議会又は人権啓発推進会との連携を図るものとする。 

（大阪市人権施策推進審議会） 

第５条 人権尊重の社会づくりに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議させるた

め、大阪市人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員 15人以内で組織する。 
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４ 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

５ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 第３条の規定の適用に当たっては、何人も同条に規定する施策を市民に対し強制しては

ならない。 

３ 第４条に規定する事業の実施に当たっては、市会の議論を踏まえ、事業運営の透明性及

び公正性の確保を図り、財政負担との均衡にも努めるとともに、審議会の委員の選任に当

たっては、市会の同意を得なければならない。 

４ この条例の施行後５年を経過した場合においては、市会及び市民の意見を踏まえ、審議

会その他この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 
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◎川崎市人権オンブズパーソン条例（平成 13 年川崎市条例第 19号） 

目次 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 責務（第４条～第７条） 

第３章 人権オンブズパーソンの組織等（第８条～第 11 条） 

第４章 相談及び救済 

第１節 相談（第 12 条） 

第２節 救済の申立て（第 13 条・第 14条） 

第３節 調査の実施等（第 15 条～第 17条） 

第４節 市の機関に対する調査等（第 18条～第 20 条） 

第５節 市の機関以外のものに対する調査等（第 21 条・第 22条） 

第６節 個人情報等の保護（第 23条） 

第７節 人権に関する課題についての意見公表（第 24 条） 

第５章 補則（第 25 条～第 27 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的及び設置） 

第１条 市民が人権の侵害に関する相談及び救済の申立てを簡易に、かつ、安心して行うこ

とができるよう必要な体制を整備し、市民の理解と相互の協調の下に迅速かつ柔軟に人権

の侵害からの救済を図り、もって人権が尊重される地域社会づくりに資することを目的と

して、本市に川崎市人権オンブズパーソン（以下「人権オンブズパーソン」という。）を置

く。 

（管轄） 

第２条 人権オンブズパーソンの管轄は、次に掲げる人権の侵害（以下「人権侵害」という。）

に関する事項とする。 

⑴ 子ども（川崎市子どもの権利に関する条例（平成 12 年川崎市条例第 72 号）第２条第

１号に規定する子どもをいう。）の権利の侵害 

⑵ 男女平等にかかわる人権の侵害（男女平等かわさき条例（平成 13 年川崎市条例第 14

号）第６条に規定する男女平等にかかわる人権の侵害をいう。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、人権オンブズパーソンの管轄と

しない。 

⑴ 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

⑵ 議会に請願又は陳情を行っている事項 

⑶ 川崎市市民オンブズマン（以下「市民オンブズマン」という。）に苦情を申し立てた事

項 

⑷ 人権オンブズパーソン又は市民オンブズマンの行為に関する事項 

（人権オンブズパーソンの職務） 

第３条 人権オンブズパーソンは、次の職務を行う。 
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⑴ 人権侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。 

⑵ 人権侵害に関する救済の申立て又は自己の発意に基づき、調査、調整、勧告、是正要

請等を行うこと。 

⑶ 制度の改善を求めるための意見を表明すること。 

⑷ 勧告、意見表明等の内容を公表すること。 

⑸ 人権に関する課題について意見を公表すること。 

第２章 責務 

（人権オンブズパーソンの責務） 

第４条 人権オンブズパーソンは、市民の人権の擁護者として、公平かつ適切にその職務を

遂行しなければならない。 

２ 人権オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市民オンブズマンその他市の

機関、関係機関、関係団体等と有機的な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなけ

ればならない。 

３ 人権オンブズパーソンは、相談又は救済の申立てを行った者に不利益が生じないように、

当該相談又は救済の申立てに係る事案の特性を踏まえ、その職務を遂行しなければならな

い。 

４ 人権オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 

（市の機関の責務） 

第５条 市の機関は、人権オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなけ

ればならない。 

２ 市の機関は、人権オンブズパーソンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなけ

ればならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、この条例の目的を達成するため、人権オンブズパーソンの職務の遂行に協

力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業活動において、この条例の目的を達成するため、人権オンブズ

パーソンの職務の遂行に協力するよう努めなければならない。 

第３章 人権オンブズパーソンの組織等 

（人権オンブズパーソンの組織等） 

第８条 人権オンブズパーソンの定数は２人とし、そのうち１人を代表人権オンブズパーソ

ンとする。 

２ 人権オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、人権問題に関し優れた識見

を有する者のうちから、第２条第１項に規定する人権オンブズパーソンの管轄を踏まえて、

市長が議会の同意を得て委嘱する。 

３ 人権オンブズパーソンは、任期を３年とし、１期に限り再任されることができる。 

４ 人権オンブズパーソンは、別に定めるところにより、相当額の報酬を受ける。 

（秘密を守る義務） 
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第９条 人権オンブズパーソンは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

（解嘱） 

第 10 条 市長は、人権オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める

場合又は職務上の義務違反その他人権オンブズパーソンたるにふさわしくない非行がある

と認める場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。 

（兼職等の禁止） 

第 11 条 人権オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の

議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。 

２ 人権オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ね

ることができない。 

３ 人権オンブズパーソンは、前２項に定めるもののほか、公平な職務の遂行に支障が生ず

るおそれがある職と兼ねることができない。 

第４章 相談及び救済 

第１節 相談 

（相談） 

第 12 条 何人も、市民等（市の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者その他

市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。）の人権侵害に関する事項につい

て、人権オンブズパーソンに相談することができる。 

２ 人権オンブズパーソンは、前項の規定により相談を受けた場合は、必要な助言及び支援

を行う。 

第２節 救済の申立て 

（救済の申立て） 

第 13 条 市民等は、自らが人権侵害を受けたと思うときは、人権オンブズパーソンに対し、

救済の申立て（以下「申立て」という。）を行うことができる。 

２ 申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、書面

によることができない場合は、口頭により申立てを行うことができる。 

⑴ 申立てを行おうとする者の氏名及び住所 

⑵ 申立ての原因となった事実及びその事実のあった年月日 

⑶ その他規則で定める事項 

（本人以外の者の申立て） 

第 14 条 何人も、市民等が人権侵害を受けたと思うときは、当該市民等に代わって人権オン

ブズパーソンに対し、申立てを行うことができる。 

２ 申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、書面

によることができない場合は、口頭により申立てを行うことができる。 

⑴ 申立てを行おうとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務

所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

⑵ 人権侵害を受けたと思われる市民等の氏名及び住所 
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⑶ 申立ての原因となった事実及びその事実のあった年月日 

⑷ その他規則で定める事項 

第３節 調査の実施等 

（申立てに係る調査等） 

第 15 条 人権オンブズパーソンは、申立てがあった場合は、当該申立てに係る事実について、

調査を行う。 

２ 前項の場合において、申立てが前条第１項の規定によるものであるときは、同条第２項

第２号の市民等の同意を得なければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、申立てが次の各号のいずれかに該当すると認められる場合

は、調査を行わない。 

⑴ 第２条第２項の規定に該当するとき。 

⑵ 申立ての原因となった事実のあった日から３年を経過しているとき。ただし、正当な

理由があるときを除く。 

⑶ 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。 

⑷ 申立ての原因となった事実が市の区域外で生じたものであるとき。ただし、人権オン

ブズパーソンが特に調査の必要があると認めるときを除く。 

⑸ 前項の同意が得られないとき。ただし、人権オンブズパーソンが特に調査の必要があ

ると認めるときを除く。 

４ 人権オンブズパーソンは、前項の規定により調査を行わない場合は、その旨を理由を付

して申立てを行った者（以下「申立人」という。）に速やかに通知しなければならない。 

（発意の調査） 

第 16 条 人権オンブズパーソンは、市民等が人権侵害を受けていると認めるときは、自己の

発意に基づき、調査を行うことができる。 

２ 前項の規定による調査を行う場合においては、人権侵害を受けていると認められる市民

等の同意を得なければならない。ただし、人権オンブズパーソンが特に調査の必要がある

と認めるときは、この限りでない。 

（調査の中止等） 

第 17 条 人権オンブズパーソンは、調査を開始した後においても、その必要がないと認める

ときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。 

２ 人権オンブズパーソンは、調査を中止し、又は打ち切ったときは、その旨を理由を付し

て、申立人又は第 15条第２項若しくは前条第２項の同意を得た者（以下「申立人等」とい

う。）に速やかに通知しなければならない。 

第４節 市の機関に対する調査等 

（市の機関に対する調査） 

第 18 条 人権オンブズパーソンは、市の機関に対し調査を行う場合は、関係する市の機関に

対し、その旨を通知するものとする。 

２ 人権オンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に

対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要
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求し、又は実地調査をすることができる。 

３ 人権オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門的機関に対し、専門的調査

を依頼することができる。 

４ 人権オンブズパーソンは、調査の結果について、申立人等に速やかに通知するものとす

る。ただし、次条第６項の規定により通知する場合は、この限りでない。 

（市の機関に対する勧告等） 

第 19 条 人権オンブズパーソンは、調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の

機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。 

２ 人権オンブズパーソンは、調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関

に対し、制度の改善を求めるための意見を表明することができる。 

３ 第１項の規定による勧告又は前項の規定による意見表明を受けた市の機関は、当該勧告

又は意見表明を尊重しなければならない。 

４ 人権オンブズパーソンは、第１項の規定により勧告したときは、市の機関に対し、是正

等の措置について報告を求めるものとする。 

５ 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から 60 日以内

に、人権オンブズパーソンに対し、是正等の措置について報告するものとする。 

６ 人権オンブズパーソンは、第１項の規定により勧告したとき、第２項の規定により意見

表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を申立人等に速やか

に通知しなければならない。 

７ 人権オンブズパーソンは、第２項の規定による意見表明の内容を公表する。第１項の規

定による勧告又は第５項の規定による報告の内容で必要があると認めるものについても同

様とする。 

（市民オンブズマンとの共同の勧告等） 

第 20 条 人権オンブズパーソンは、前条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定によ

る意見表明を行う場合において、必要があると認めるときは、市民オンブズマンに対し、

共同で行うよう求めることができる。 

第５節 市の機関以外のものに対する調査等 

（市の機関以外のものに対する調査等） 

第 21 条 人権オンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、関係者（市の機

関以外のものに限る。以下同じ。）に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすること

について協力を求めることができる。 

２ 第 18 条第３項の規定は、関係者に対する調査の場合に準用する。 

３ 人権オンブズパーソンは、調査の結果、必要があると認めるときは、人権侵害の是正の

ためのあっせんその他の調整（以下「調整」という。）を行うものとする。 

４ 人権オンブズパーソンは、調査又は調整の結果について、申立人等に速やかに通知する

ものとする。 

（事業者に対する要請等） 

第 22 条 人権オンブズパーソンは、調査又は調整の結果、事業活動において頻繁な又は重大
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な人権侵害が行われたにもかかわらず事業者が改善の取組を行っていないと認めるときは、

当該事業者に対し、是正その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。 

２ 人権オンブズパーソンは、前項の規定による要請を行ったにもかかわらず当該事業者が

正当な理由がなく要請に応じない場合は、市長に対し、その旨を公表することを求めるこ

とができる。 

３ 市長は、前項の規定により公表を求められた場合は、その内容を公表することができる。

この場合において、市長は、人権オンブズパーソンの意思を尊重しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により公表しようとする場合には、あらかじめ当該公表に係る事業

者に意見を述べる機会を与えるものとする。 

第６節 個人情報等の保護 

（個人情報等の保護） 

第 23 条 第 19 条第７項及び前条第３項の規定による公表を行う場合は、個人情報等の保護

について最大限の配慮をしなければならない。 

第７節 人権に関する課題についての意見公表 

（人権に関する課題についての意見公表） 

第 24 条 人権オンブズパーソンは、その職務の遂行を通じて明らかになった人権に関する社

会構造上の課題について、地域における解決に向けた取組に資するため、意見を公表する

ことができる。 

第５章 補則 

（事務局） 

第 25 条 人権オンブズパーソンに関する事務については、川崎市市民オンブズマン条例（平

成２年川崎市条例第 22号）第 21条に規定する事務局において処理する。 

２ 人権オンブズパーソンの職務に関する事項を調査する専門調査員を置くものとする。 

（運営状況の報告等） 

第 26 条 人権オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について市長及び議会に報告

するとともに、これを公表する。 

（委任） 

第 27 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、市長が定める。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は、市長が定める2。ただし、第８条第２項中議会の同意を得ること

に関する部分は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の３年前の日から施行日ま

での間にあった事実に係る申立てについても適用し、当該３年前の日前にあった事実に係

る申立てについては、適用しない。 

                                                   
2 平成 14 年３月 29日規則第 44号で平成 14 年４月１日から施行。ただし、同条例第４章の規定

及び同条例附則第５項中川崎市市民オンブズマン条例（平成２年川崎市条例第 22 号）第 17 条に

１項を加える改正規定は、同年５月１日から施行。 
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（検討） 

３ 市は、この条例の施行後適当な時期において、この条例の施行状況、人権に関する国の

施策の動向及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、人権が尊重され

る地域社会づくりの観点から、この条例に規定する人権オンブズパーソンの管轄等につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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◎熊本県部落差別の解消の推進に関する条例（令和２年熊本県条例 33 号） 

（目的） 

第１条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落

差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消の推進に関する法律

（平成 28年法律第 109 号。以下「法」という。）の理念にのっとり、部落差別の解消の推

進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにし、並びに相談体制の

充実等について定めるとともに、結婚及び就職に際しての部落差別に係る調査の規制に関

し必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会

を実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 部落差別の解消の推進に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有する

かけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消す

る必要性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社

会を実現することを旨として、行われなければならない。 

（県の責務） 

第３条 県は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消の推進に関し、国及び市町村と

の適切な役割分担を踏まえて、国及び市町村との連携を図りつつ、地域の実情に応じた施

策を講ずる責務を有する。 

（相談体制の充実） 

第４条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、部落差別

に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 

（教育及び啓発） 

第５条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、部落差別

の解消を推進するために必要な教育及び啓発を行うものとする。 

（部落差別の実態に係る調査） 

第６条 県は、国が行う法第６条の部落差別の実態に係る調査に協力するものとする。 

（県民及び事業者の責務） 

第７条 県民及び事業者は、この条例の精神を尊重し、自ら啓発に努めるとともに、県が実

施する施策に協力する責務を有する。 

２ 県民及び事業者は、同和地区（歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害さ

れている地域をいう。以下同じ。）の所在地を明らかにした図書、地図その他資料を提供す

る行為、特定の場所又は地域が同和地区であるか否かを教示し、又は流布する行為、特定

の個人の結婚及び就職に際して当該特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が同

和地区に所在するか否かについて調査を依頼する行為その他同和地区に居住していること

又は居住していたことを理由としてなされる結婚及び就職に際しての差別事象 （以下「結

婚及び就職に際しての部落差別事象」という。）の発生につながるおそれのある行為をして

はならない。 

（指導及び助言） 
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第８条 知事は、県民及び事業者に対し結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防止

する上で必要な指導及び助言をすることができる。 

（規制） 

第９条 事業者は、特定の個人の結婚及び就職に際して当該特定の個人又はその親族の現在

又は過去の居住地が同和地区に所在するか否かについて、自ら調査し、又は調査を受託し

てはならない。 

（申出） 

第 10 条 前条の規定に違反する行為の対象とされた者又は当該行為の発生を知った者は、そ

の旨を知事へ申し出ることができる。 

（勧告等） 

第 11 条 知事は、事業者が第 9条の規定に違反したときは、当該事業者に対し、当該違反に

係る行為を中止し、及び結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止のために必要

な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 知事は、前項の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な資料の提出又

は説明を求めることができる。 

３ 知事は、事業者が第 1項の規定による勧告に従わないとき、又は前項の規定により必要

な資料の提出若しくは説明を求めた場合においてこれを拒否したときは、その旨を公表す

ることができる。 

４ 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に

対しその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければな

らない。 

（解釈及び運用） 

第 12 条 この条例は、基本的人権の尊重の精神に基づいて、これを解釈し、及び運用するよ

うにしなければならない。 

（規則への委任） 

第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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◎和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例（令和２年和歌山県条例 10 号） 

（目的） 

第１条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落

差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保

障する日本国憲法、部落差別のない社会を実現することを目的とする部落差別の解消の推

進に関する法律（平成 28 年法律第 109 号）及び全ての県民の人権が尊重される豊かな社会

の実現を図ることを目的とする和歌山県人権尊重の社会づくり条例（平成 14 年和歌山県条

例第 16 号）の理念にのっとり、部落差別の解消を推進するために必要な事項を定めること

により、部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 部落差別は基本的人権の侵害であり、何人も部落差別を行ってはならないという理

念にのっとり、部落差別の解消のための取組は、国、県、市町村、県民、事業者、関係機

関等が相互に協力して行うものとする。 

（部落差別の禁止） 

第３条 何人も、インターネットを通じて、公衆による閲覧、複写その他の利用をすること

が可能な情報を提供することにより、部落差別を行ってはならない。 

２ 何人も、結婚及び就職に際しての身元の調査、並びにその他の行為により部落差別を行

ってはならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、第 1条の目的を達成するため、部落差別の解消に関し必要な施策を講ずるも

のとする。 

２ 県は、前項に定める施策の推進に当たっては、国、市町村、県民、事業者、関係機関等

との連携を図るものとする。 

３ 県は、部落差別の解消に関して、市町村が実施する施策、並びに県民、事業者、関係機

関等の取組に必要な情報の提供及び助言、その他の支援を行うものとする。 

（県民の責務） 

第５条 県民は、部落差別の解消のために必要な役割を果たすよう努めるものとする。 

２ 県民は、県及び市町村が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、部落差別の解消のために、従業員の人権意識の高揚、その他必要な取組

を行うよう努めるものとする。 

２ 事業者は、県及び市町村が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。 

（部落差別への取組） 

第７条 県は、市町村との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、第３条の規

定に違反して部落差別を行った者に対して必要な説示をするとともに、部落差別を行わな

いよう促すものとする。 

２ 県は、前項の規定により必要な説示を行い、促しても、これに従わない場合には、前項

の部落差別を行った者に対し、部落差別を行わないよう、勧告するものとする。 
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３ 県は、第１項の規定に関わらず、市町村に対し、第３条の規定に違反して部落差別を行

った者に対して必要な説示をし、及び部落差別を行わないよう促すことを、要請すること

ができるものとする。 

（教育及び啓発） 

第８条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、部落差別を解消するため、必

要な教育及び啓発を行うものとする。 

（相談体制の充実） 

第９条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、部落差別に関する相談に応ず

るものとする。 

２ 県は、部落差別に関する相談に的確に応ずるため、相談に応ずる者の資質の向上を図る

等必要な施策を講ずるよう努め、相談体制の充実を図るものとする。 

（部落差別の実態把握） 

第 10 条 県は、部落差別の解消の推進に関する法律第 6条の規定による国が行う調査に協力

するとともに、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、必要に応じて、情報化

の進展に伴う部落差別に関する状況の変化も踏まえ差別の実態の把握を行うものとする。    

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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◎奈良県部落差別の解消の推進に関する条例（平成 31 年奈良県条例第 40号） 

（目的） 

第一条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落

差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保

障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律（平成二十八年法律第百九号）

の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消すること

が重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県の責務を明

らかにし、及び施策を推進するための基本的な計画の策定等について定めることにより、

部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけが

えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要

性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、全ての人を包摂し、及び

人に優しい社会の実現を基本理念として、行わなければならない。 

（県の責務） 

第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国及び市町村との適切

な役割分担を踏まえて、国及び市町村と連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を

講ずる責務を有する。 

（基本計画） 

第四条 知事は、部落差別の解消に関する施策を推進するための基本的な計画（以下「基本

計画」という。）を策定するものとする。 

２ 前項に基づく基本計画は、次に掲げる事項について定める。 

一 部落差別の解消に関する施策についての基本的な方針 

二 部落差別の解消に関し、県が計画的に講ずべき施策 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、奈良県人権施策協議会の意見

を聴かなければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（調査の実施） 

第五条 県は、部落差別の解消に関する施策の実施及び前条の基本計画策定のため、必要に

応じて、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。 

２ 県は、前項の調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別が生じないよう

留意しなければならない。 

（相談体制の充実） 

第六条 県は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 

（教育及び啓発） 

第七条 県は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 

（推進体制の充実） 
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第八条 県は、国及び市町村と連携し、部落差別の解消に関する施策を推進する体制の充実

に努めるものとする。 

（委任） 

第九条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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◎福岡県部落差別の解消の推進に関する条例（平成 31 年福岡県条例第６号） 

目次 

第一章 部落差別の解消の推進（第一条―第七条） 

第二章 結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止（第八条―第十三条） 

第三章 雑則（第十四条・第十五条） 

附則 

第一章 部落差別の解消の推進 

（目的） 

第一条 この条例は、現在もなお差別落書きや差別につながる土地の調査などの部落差別が

存在すること及びインターネットの普及をはじめとした情報化の進展に伴って部落差別に

関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する

日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律（平成二十八年法律第百九号。以下「法」

という。）の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消

することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県の

責務を明らかにし、相談体制の充実、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止

等について必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別の

ない社会を実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけが

えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要

性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実

現することを旨として、行われなければならない。 

（県の責務） 

第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担

を踏まえ、国及び市町村との連携を図り、施策を講ずる責務を有する。 

（相談体制の充実） 

第四条 県は、国との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談に的確に応ずるため

の体制の充実を図るものとする。 

（教育及び啓発） 

第五条 県は、国との適切な役割分担を踏まえ、部落差別を解消するため、必要な教育及び

啓発を行うものとする。 

（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 県は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、法第六条の規定による国

が行う調査に協力するとともに、必要に応じ、部落差別の実態に係る調査を行うものとす

る。 

（意見の聴取） 

第七条 知事は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、必要に応じ、学識経験

者等をもって構成する協議会の意見を聴くものとする。 
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第二章 結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止 

（趣旨） 

第八条 県は、同和地区（歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている

地域をいう。以下同じ。）に居住していること又は居住していたことを理由としてなされる

結婚及び就職に際しての差別事象（以下「結婚及び就職に際しての部落差別事象」という。）

の発生を防止することにより、部落差別の解消を推進するものとする。 

（県の責務） 

第九条 県は、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防止し、部落差別の解消を推

進するため、国及び市町村と協力して必要な教育及び啓発を行う責務を有する。 

（県民及び事業者の責務） 

第十条 県民及び事業者は、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止について、

自ら啓発に努めるとともに、県が実施する施策に協力する責務を有する。 

２ 県民及び事業者は、結婚及び就職に際しての同和地区への居住に係る調査（以下「調査」

という。）を行い、依頼し、又は受託する行為、調査に関する資料等を提供、教示又は流布

する行為その他の結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生につながるおそれのある行

為をしてはならない。 

（指導及び助言） 

第十一条 知事は、県民及び事業者に対し、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を

防止する上で必要な指導及び助言をすることができる。 

（申出） 

第十二条 調査の対象とされた者又は当該調査の発生を知った者は、その旨を知事へ申し出

ることができる。 

（勧告等） 

第十三条 知事は、事業者が調査を行い、依頼し、又は受託したと認めるときは、当該事業

者に対し、当該調査を中止すべき旨並びに結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の

防止のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 知事は、前項の勧告を行うに当たり必要な限度において、事業者に対し、必要な資料の

提出又は説明を求めることができる。 

３ 知事は、事業者が第一項の規定による勧告に従わないとき又は前項の規定により必要な

資料の提出若しくは説明を求めた場合においてこれを拒否したときは、その旨を公表する

ことができる。 

４ 知事は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対しその旨を通

知し、当該事業者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければならない。 

第三章 雑則 

（解釈及び運用） 

第十四条 この条例は、基本的人権の尊重の精神に基づいて、これを解釈し、及び運用する

ようにしなければならない。 

（規則への委任） 
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第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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◎徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例（平成８年徳島県条例第 36 号） 

（目的） 

第一条 この条例は、部落差別の解消を図る見地から、同和地区（歴史的社会的理由により

生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。以下同じ。）に居住していること又は

居住していたことを理由としてなされる結婚及び就職に際しての差別事象（以下「結婚及

び就職に際しての部落差別事象」という。）の発生の防止について県、市町村、県民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、特定の個人の結婚及び就職に際しての当該特定の個

人又はその親族の現在又は過去における同和地区での居住に係る調査（以下「調査」とい

う。）の防止に関し必要な事項を定めることにより、結婚及び就職に際しての部落差別事象

の発生を防止し、もって県民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。 

（県の責務） 

第二条 県は、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防止し、県民の基本的人権の

擁護に資するため、国及び市町村と協力して必要な啓発を行うものとする。 

（市町村の責務） 

第三条 市町村は、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防止し、住民の基本的人

権の擁護に資するため、必要な啓発に努めるとともに、県が実施する施策に協力するもの

とする。 

（県民及び事業者の責務） 

第四条 県民及び事業者は、この条例の精神を尊重し、自らの啓発に努めるとともに、県及

び市町村が実施する施策に協力するものとする。 

２ 県民及び事業者は、自ら調査を行い、又は調査を依頼し、若しくは受託する行為、調査

に関する資料を提供する行為その他の結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生につな

がるおそれのある行為をしてはならない。 

（指導及び助言） 

第五条 知事は、県民及び事業者に対し、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防

止する上で必要な指導及び助言をすることができる。 

（申出） 

第六条 調査の対象とされた者又は当該調査の発生を知った者は、その旨を知事へ申し出る

ことができる。 

（勧告等） 

第七条 知事は、県内に事務所若しくは事業所又は住所を有する事業者（以下「県内事業者」

という。）が自ら調査を行い、又は調査を依頼し、若しくは受託したと認めるときは、当該

県内事業者に対し、当該調査を中止すべき旨及び結婚及び就職に際しての部落差別事象の

発生の防止のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 知事は、前項の規定による勧告を行うに当たり必要な限度において、県内事業者に対し、

必要な資料の提出又は説明を求めることができる。 

３ 知事は、県内事業者が第一項の規定による勧告に従わないとき又は前項の規定による必

要な資料の提出若しくは説明を拒否したときは、その旨を公表することができる。 
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４ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該県内事業者に

対しその旨を通知し、当該県内事業者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わな

ければならない。 

（解釈及び運用） 

第八条 この条例は、基本的人権の尊重の精神に基づいて、これを解釈し、及び運用するよ

うにしなければならない。 

（規則への委任） 

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第七条の規定は、平成九年四月

一日から施行する。 
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◎香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例（平成８年香川県条例第３号） 

（目的） 

第１条 この条例は、同和地区（歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害され

ている地域をいう。以下同じ。）に居住していること又は居住していたことを理由としてな

される結婚及び就職に際しての差別事象（以下「結婚及び就職に際しての部落差別事象」

という。）の発生の防止について県、市町、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、

特定の個人の結婚及び就職に際しての当該特定の個人又はその親族の現在又は過去の同和

地区での居住に係る調査（以下「調査」という。）の防止に関し必要な事項を定めることに

より、県民の基本的人権の擁護に寄与することを目的とする。 

（県の責務） 

第２条 県は、県民の基本的人権の擁護に寄与するため、結婚及び就職に際しての部落差別

事象の発生の防止について、国及び市町と協力して必要な啓発を行うものとする。 

（市町の責務） 

第３条 市町は、住民の基本的人権の擁護に寄与するため、結婚及び就職に際しての部落差

別事象の発生の防止について必要な啓発に努めるとともに、県が実施する施策に協力する

ものとする。 

（県民及び事業者の責務） 

第４条 県民及び事業者は、この条例の精神を尊重し、自ら啓発に努めるとともに、県及び

市町が実施する施策に協力するものとする。 

２ 県民及び事業者は、自ら調査を行い、又は調査を依頼し、若しくは受託する行為、調査

に係る資料を提供する行為その他の結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生につなが

るおそれのある行為をしてはならない。 

（指導及び助言） 

第５条 知事は、県民及び事業者に対し、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防

止する上で必要な指導及び助言をすることができる。 

（申出） 

第６条 調査の対象とされた者又は当該調査の事実を知った者は、その旨を知事へ申し出る

ことができる。 

（勧告等） 

第７条 知事は、県内に事務所若しくは事業所又は住所を有する事業者（以下「県内事業者」

という。）が自ら調査を行い、又は調査を依頼し、若しくは受託したと認めるときは、当該

県内事業者に対し、当該行為を中止すべき旨及び結婚及び就職に際しての部落差別事象の

発生の防止のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 知事は、前項の規定による勧告を行うに当たり必要な限度において、県内事業者に対し、

必要な資料の提出又は説明を求めることができる。 

３ 知事は、第１項の規定による勧告を受けた県内事業者がその勧告に従わないとき、又は

前項の規定により必要な資料の提出若しくは説明を求められた県内事業者がこれを拒否し

たときは、その旨を公表することができる。 
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４ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該県内事業者に

対しその旨を通知し、当該県内事業者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わな

ければならない。 

（解釈及び運用） 

第８条 この条例は、基本的人権の尊重の精神に基づいて解釈し、及び運用するようにしな

ければならない。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成８年７月１日から施行する。 
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◎大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例（昭和 60 年大阪府条例第２号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 興信所・探偵社業者（第五条―第十一条） 

第三章 土地調査等（第十二条―第十六条） 

第四章 雑則（第十七条―第二十一条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる

結婚差別、就職差別等の差別事象（以下「部落差別事象」という。）を引き起こすおそれの

ある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定める

ことにより、部落差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資すること

を目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 同和地区 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をい

う。 

二 興信所・探偵社業 府の区域内において、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査

その他いかなる名目の調査であるかを問わず、特定の個人についてその信用、資産、経

歴、素行その他の個人に関する事項を調査し、かつ、報告する営業をいう。 

三 興信所・探偵社業者 興信所・探偵社業を営む者をいう。 

四 土地調査等 府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に

関する事項を調査し、又は報告することをいう。 

（府、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者並びに府民の責務） 

第三条 府は、国及び市町村と協力して、第一条の目的を達成するため必要な啓発に努める

ものとする。 

２ 興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者は、その営業について、社会的責任を自覚

し、第一条の目的に反する行為をしないよう努めなければならない。 

３ 府民は、第一条の目的に反する調査又は調査の依頼をしないよう努めなければならない。 

（適用上の注意） 

第四条 この条例の適用に当たっては、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者並びに

府民の自由と権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。 

第二章 興信所・探偵社業者 

（自主規制） 

第五条 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に次

に掲げる事項を遵守させるため必要な規約を設定するよう努めなければならない。 
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一 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについ

て調査し、又は報告しないこと。 

二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの

教示をしないこと。 

２ 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に前項の

規約を遵守させるため必要な指導を行うよう努めなければならない。 

３ 興信所・探偵社業者の組織する団体は、第一項の規約を設定したときは、速やかに、当

該規約の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係

る事項を変更し、又はその届出に係る規約を廃止したときも、同様とする。 

（届出） 

第六条 興信所・探偵社業を営もうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に届け

出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 営業所の名称及び所在地 

２ 前項の規定による届出をした興信所・探偵社業者は、同項各号に掲げる事項に変更を生

じたとき、又はその営業を廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け

出なければならない。 

（遵守事項） 

第七条 興信所・探偵社業者は、その営業に関し、第五条第一項各号に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

２ 興信所・探偵社業者は、その営業に関し従業者に第五条第一項各号に掲げる事項を遵守

させるため必要な指導及び監督を行わなければならない。 

（帳簿等の備付け） 

第八条 興信所・探偵社業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業

に関する帳簿及び従業者名簿を備え、規則で定める事項を記載しなければならない。 

（指示、営業停止及び聴聞の特例） 

第九条 知事は、興信所・探偵社業者が第七条第一項の規定に違反したときは、当該興信所・

探偵社業者に対し必要な指示をすることができる。 

２ 知事は、興信所・探偵社業者が前項の指示に従わないときは、当該興信所・探偵社業者

に対し、一月を超えない範囲内で期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずる

ことができる。 

３ 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、大阪府行政手続条例（平成七年

大阪府条例第二号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわら

ず、聴聞を行わなければならない。 

（指導及び助言） 

第十条 知事は、興信所・探偵社業者の組織する団体に対し第五条第一項の規約の設定につ

いて、興信所・探偵社業者に対し第七条第二項の指導及び監督について必要な指導及び助

言をすることができる。 
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（報告の徴収等） 

第十一条 知事は、第七条の規定の実施に必要な限度において、興信所・探偵社業者に対し

その営業に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、興信所・探偵社業者の

営業所に立ち入り、帳簿及び書類（これらの作成又は備付けに代えて電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は備付けがさ

れている場合における当該電磁的記録を含む。）の検査をさせ、若しくは関係者に質問させ

ることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 

第三章 土地調査等 

（遵守事項） 

第十二条 土地調査等を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについ

て調査し、又は報告しないこと。 

二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの

教示をしないこと。 

２ 土地調査等を行う者は、その営業に関し従業者に前項各号に掲げる事項を遵守させるた

め必要な指導及び監督を行わなければならない。 

（指導及び助言） 

第十三条 知事は、土地調査等を行う者に対し、前条第二項の指導及び監督について必要な

指導及び助言をすることができる。 

（報告の徴収） 

第十四条 知事は、第十二条の規定の実施に必要な限度において、土地調査等を行う者に対

し、必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。 

（勧告） 

第十五条 知事は、土地調査等を行う者が第十二条第一項の規定に違反したときは、当該者

に対し、当該違反に係る行為を中止し、その他必要な措置を講ずべきことを勧告すること

ができる。 

（事実の公表） 

第十六条 知事は、土地調査等を行う者が第十四条の規定による要求に正当な理由なく応じ

なかったとき、又は前条の規定による勧告に従わなかったときは、その事実を公表するこ

とができる。 

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじ

め、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を

与えるため、意見の聴取を行わなければならない。 

第四章 雑則 

（規則への委任） 
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第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第十八条 第九条第二項の規定による命令に違反した者は、三月以下の懲役又は十万円以下

の罰金に処する。 

第十九条 第十一条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは

資料の提出について虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査若し

くは質問を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処す

る。 

第二十条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。 

一 第六条第一項の規定に違反してあらかじめ届出をせず、又は同条第二項の規定に違反

して変更若しくは廃止の日から十日以内に届出をしなかった者 

二 第八条の規定に違反した者 

（両罰規定） 

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に興信所・探偵社業を営んでいる者に関する第六条第一項の規定

の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和六十年十一月三十日までに」

とする。 
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◎三重県男女共同参画推進条例（平成 12年三重県条例第 73 号） 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第八条―第十二条） 

第三章 三重県男女共同参画審議会（第十三条―第十八条） 

附則 

二十一世紀を迎え、私たちが目指す社会は、すべての人々の人権が保障され、一人ひとり

が、性別にかかわらず、自立した個人として、その能力と個性を十分に発揮することができ

る社会であり、それぞれに多様な生き方が認められる社会である。そして、その社会は、男

女が対等な立場で、社会のあらゆる分野に共に参画し、責任を分かち合う男女共同参画社会

である。 

また、少子高齢化、国際化及び高度情報化の進展をはじめとする急激な社会経済情勢の変

化に対応するために社会構造の変革が求められているが、新しい社会構造の前提となり、基

礎となるものが、男女共同参画社会である。 

三重県では、「人権が尊重される三重をつくる条例」を制定し、不当な差別をなくし、人権

が尊重される社会の実現を図ることを明らかにするとともに、男女共同参画を推進するため

の計画を策定し、様々な取組を行ってきたところであるが、現状においては、男女の性別に

よる差別及び固定的な役割分担意識並びにこれらに基づく制度及び慣行が根強く存在し、男

女平等の実現や男女共同参画の推進を妨げる要因となっている。 

このような認識から、三重県は、「男女共同参画社会基本法」の理念を踏まえ、男女共同参

画社会を実現することが重要かつ緊急の課題であると位置づけ、その社会の実現のために、

県民、事業者及び市町と協働して、総合的かつ計画的に取り組むことを決意して、この条例

を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本目標を定め、県、県民及び事業者

の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、社会のあら

ゆる分野において、県、県民、事業者及び市町が協働して取り組み、もって男女共同参画

社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が性別にかかわりなくその個性と能

力を十分に発揮する機会が確保されることにより、男女が社会の対等な構成員として、自

らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うことをいう。 

２ この条例において「積極的改善措置」とは、社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方

に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（基本目標） 



63 
 

第三条 男女共同参画社会を実現するため、次の基本目標を設定する。 

一 男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会を

確保すること。 

二 男女の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行を改善すること。 

三 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定

に参画する機会を確保すること。 

四 男女が家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立して行う

ことができる環境を整備すること。 

（県の責務） 

第四条 県は、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画の推進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、前項の施策について、県民、事業者及び市町と協働して実施するよう努めなけれ

ばならない。 

（県民の責務） 

第五条 県民は、男女の性別による差別的取扱いを排除するとともに、固定的な役割分担意

識に基づく制度及び慣行を改善するよう努めなければならない。 

２ 県民は、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めな

ければならない。 

３ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

（事業者の責務） 

第六条 事業者は、男女が、職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるととも

に、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことが

できる職場環境を整備するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、事業活動において、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めなければな

らない。 

３ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（県と市町との協働） 

第七条 県は、市町に対し、県と協働して、その区域の特性に応じた男女共同参画の推進に

関する施策を策定し、及び実施すること並びに県が実施する施策に協力することを求める

ものとする。 

２ 県は、市町が実施する男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施について、必要

な協力を行うものとする。 

第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（基本計画の策定） 

第八条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男

女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定する。 
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２ 基本計画は、次に掲げる事項について定める。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

３ 前項第一号の施策の大綱には、次に掲げる事項について定める。 

一 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため

に必要な事項 

二 男女共同参画を推進するための教育、啓発及び広報に関する事項 

三 男女共同参画に関する相談及び苦情に対応するために必要な事項 

四 性別に基づく暴力及び性的いやがらせ等の防止並びに被害者の救済及び支援のために

必要な事項 

五 家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立して行うことが

できるようにするために必要な事項 

六 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関して必要な事項 

４ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第十三条第一項の三重県男女共

同参画審議会に意見を求めるとともに、広く県民等から意見を聴き、議会の議決を経なけ

ればならない。 

５ 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

６ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（積極的改善措置への協力） 

第九条 県は、市町が積極的改善措置を講ずるために必要な情報提供、相談、助言その他の

協力を行うものとする。 

２ 県は、県民及び事業者が、その属する地域、職場その他の分野における活動に参画する

機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に

対し、当該機会を積極的に提供する措置を講ずるために必要な情報提供、相談、助言その

他の協力を行うものとする。 

（財政上の措置） 

第十条 県は、基本計画に基づく施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

（調査及び研究） 

第十一条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調

査及び研究を行うものとする。 

（年次報告） 

第十二条 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について報告書を作成し、

議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 

第三章 三重県男女共同参画審議会 

（三重県男女共同参画審議会） 

第十三条 知事は、三重県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 
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２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

一 基本計画に関して、第八条第四項に規定する事項を処理すること。 

二 知事の諮問に応じ、男女共同参画に関する基本的かつ重要な事項を調査審議すること。 

三 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に関する評価を行うこと。 

３ 審議会は、前項に規定する事務を行うほか、男女共同参画の推進に関する重要な事項に

ついて、知事に意見を述べることができる。 

（組織） 

第十四条 審議会は、知事が任命する委員二十人以内で組織する。 

２ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の十分の四未満とな

らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りで

ない。 

（委員の任期） 

第十五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第十六条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、

その職務を代理する。 

（部会） 

第十七条 審議会に、その事務を行うため、部会を置くことができる。 

２ 専門の事項を調査するために必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。 

（委任） 

第十八条 この章に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。  
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◎大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例（令和元年大

阪府条例第 18 号） 

全ての人が個人として尊重され、法の下に平等であることは、日本国憲法の基本理念の一

つである。 

府民一人ひとりが、ありのままの自分を表現し、自らの意思で自由に生き方を選択するこ

とができる社会を構築することは、私たち全ての願いであり、また責務である。 

そのため、性の多様性に関する無理解により、個人の社会参加の機会が制限されるような

ことはあってはならず、また性的指向や性自認を理由とした差別は決して許されない。 

府においては、これまでも、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に向けた様々

な取組を推進してきているが、いまだに性的指向及び性自認の多様性に関する無理解を背景

に誤解や偏見、差別が生じている。 

ここに、私たちは、性的指向及び性自認の多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生き

ることができる社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、基本理念を

定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性的指向及び性自認の多様性

に関する理解の増進に関する施策を実施し、もって全ての人の性的指向及び性自認が尊重

される社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。 

二 性自認 自己の性別についての認識をいう。 

（基本理念） 

第三条 性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組は、全ての人が等しく基本

的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるべきことに鑑み、全ての人が相互

に人格と個性を尊重し合う社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 

（府の責務） 

第四条 府は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、性的指向及

び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施する責務を有する。 

２ 府は、国及び市町村が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組

について協力するものとする。 

（府民の責務） 

第五条 府民は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深める

とともに、府が実施する前条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 
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第六条 事業者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深め、

その事業活動を行うに当たっては、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取

組に努めるとともに、府が実施する第四条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。 

（理解の増進に関する施策） 

第七条 府は、次に掲げる性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を

実施するものとする。 

一 性的指向及び性自認の多様性に関する府民の関心及び理解を深めるため、教育及び啓

発を行うこと。 

二 性的指向及び性自認の多様性に関する相談に的確に応じること。 

２ 府は、前項各号に掲げるもののほか、府が実施する事務事業において、性的指向及び性

自認の多様性に配慮するよう努めるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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◎福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例（平成 31 年福岡県条

例第 19 号） 

（目的） 

第一条 この条例は、性犯罪をはじめとする性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るとと

もに、性暴力の被害者を支援するため、性暴力の根絶及び被害者の支援に関し、基本理念

及び基本方針を定め、並びに県、県民、事業者及び市町村の責務を明らかにし、法令及び

福岡県犯罪被害者等支援条例（平成三十年福岡県条例第三十四号。以下「支援条例」とい

う。）に定めるもののほか、性暴力の根絶及び被害者の支援に関する基本的な施策を定める

ことにより、県民が安心して安全に暮らせる地域社会を形成することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において「性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条から第百八十一条まで、第二百二十

五条（わいせつの目的に係る部分に限る。この号において同じ。）、第二百二十八条（同

法第二百二十五条に係る部分に限る。）、第二百四十一条第一項及び第三項並びに第二百

四十三条（同法第二百四十一条第三項に係る部分に限る。）の罪 

二 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第一項の罪 

三 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

（平成十一年法律第五十二号。第十七条第一項及び第十八条第三項において「児童買春

等処罰法」という。）第四条及び第七条の罪 

四 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条（刑法第二百四十

一条第一項の罪に係る部分に限る。）の罪 

五 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律（平成二十六年法律第百二

十六号）第三条第一項から第三項までの罪 

六 前各号に掲げるもののほか、自己の性的好奇心又は欲求を満たす目的で犯した罪 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 配偶者等性暴力 その性別にかかわらず、配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）若しくは配偶者であった者又は同性

であっても配偶者に類する親密な関係を有する者からの性的性質を有する身体に対する

暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

二 ストーカー行為 ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成十二年法律第八十一

号）第二条第三項に規定するストーカー行為をいう。 

三 セクシュアル・ハラスメント 相手の意思に反する性的な言動（性的な関心や欲求に

基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自

認に関する偏見に基づく言動を含む。）に対する当該相手の対応によって当該相手に社会

生活上の不利益を及ぼし、又は相手の意思に反する性的な言動によって、当該相手の就

業環境、修学環境その他の社会生活上他人と共有する環境を害することをいう。 

四 性暴力 性犯罪、配偶者等性暴力、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントそ

の他特定の者の身体又は精神に対する性的行為で、当該特定の者にとって、その同意が
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ない、対等ではない、又は強要されたものを行うことにより、その者の性的な問題を自

ら決定する権利（以下「自己決定権」という。）又はその者の性的な問題に関する身体、

自由、精神、名誉等の人格的な利益（以下「性的人格権」という。）を侵害する行為をい

う。 

五 性被害 性暴力の相手が当該性暴力によって受け、又は引き起こされた身体的又は精

神的被害をいう。 

六 二次的被害 支援条例第二条第一項第四号に規定する二次的被害をいう。 

七 二次的加害行為 二次的被害を生じさせる行為をいう。 

八 県民等 県民、県内の事業所で就労する者及び県内に滞在する者をいう。 

九 事業者 県内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。 

十 子ども 十八歳に満たない者をいう。 

（基本理念） 

第三条 この条例に基づく取組は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、県民全ての力

で性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず、被害者に寄り添う

心を共有する社会をつくるために進めるものとする。 

一 性暴力は、人の性に関する自己決定権や性的人格権を侵害し、その心身を傷つける極

めて悪質な行為であることから、これを根絶し、性別を問わずあらゆる人が、尊厳をも

って生きることができるようにしなければならないこと。 

二 子どもに対する性暴力は、子どもに保障されるべき健全な成長発達を阻害するなど、

その幸福な生活を困難にする極めて重大かつ深刻な性的人格権の侵害であるとともに、

子ども自身では回避できない場合も多いことから、親族、関係者及び地域住民並びに関

係行政機関が連携協力して、子どもを性暴力から守らなければならないこと。 

三 性暴力及びその被害者に関する誤った自己責任論や偏見を払しょくし、その実情の正

しい理解を深め、かつ広めることにより、被害者に対する二次的加害行為も、また、根

絶しなければならないこと。 

四 性暴力を未然に防止することを最大の目的とするとともに、この目的に反して性被害

が発生したときは、当該被害者を支援し、性被害の軽減及び回復を図ることにより、二

次的加害行為その他の新たな人権侵害となる行為を防止することを最優先の目的とする

べきこと。 

（基本方針等） 

第四条 県、市町村その他の関係機関又は関係団体は、次の基本方針にのっとり、性暴力の

被害者の支援及び性暴力の根絶に取り組むものとする。 

一 この条例に基づく取組は、性暴力に関する法令の規定に基づく取組と連携し、適切な

役割分担の下にこれを補完することを旨として進めなければならないこと。 

二 性暴力を未然に防止するためには、加害がなければ被害もないことを踏まえ、性暴力

の加害者を生まない社会づくりの気運を醸成する教育と啓発に重点的に取り組むこと。 

三 性暴力の被害者の支援は、当該被害者の視点に立ち、その自己決定を最大限に尊重し

て行うものとし、被害者に対する二次的加害行為は、被害者の苦痛をさらに増大させ、
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継続させるものであり、決して許されないことの教育と啓発にも、重点的に取り組むこ

と。 

２ 前項の取組を進めるに当たっては、次に掲げる事項に配慮するものとする。 

一 性暴力は、反復され、更なる被害に発展することも少なくないことから、被害者が早

期に救済を求めることができるような措置を講じるとともに、被害者の意思を尊重しつ

つ、関係機関が連携して迅速に対応する必要があること。 

二 性暴力の被害者が加害者と社会生活上何らかの関係を有し、かつ、対等な立場でない

場合には、当該性暴力の被害から逃れる行動に起因する新たな被害又は不利益が生じる

こともあることから、周囲の関係者とも連携して、当該被害者の安全の確保と利益の保

護を図る必要があること。 

三 性被害は、顕在化しにくい傾向があることから、これを抑止する取組が遅れ、又は困

難となる場合があるため、性被害又はその兆候を見逃さず、又は傍観せず、被害者の視

点に立って性被害を阻止する意識を広く県民に定着させることが必要であること。 

四 子どもや心身に障がいを有する者に対する性暴力は、その発見が困難なことに鑑み、

学校、施設、病院その他の児童福祉又は障がい者福祉に関連する業務を行う団体又は機

関の職員、従業員等は、子ども等を見守り、その性被害を早期に発見し、阻止する責務

を有することを自覚して行動するとともに、発見したときは、関係機関に通報し、県そ

の他関係機関が連携して、当該子ども等の保護その他必要な措置を迅速に講ずる必要が

あること。 

（県の責務） 

第五条 県は、性暴力の根絶又は被害者の支援に関連する業務若しくは事業を行う関係機関

及び関係団体（必要な範囲において他の都道府県及び他の都道府県内の機関又は団体を含

む。）との連携体制を整備し、性暴力による被害の早期発見及び早期対応に取り組むととも

に、性暴力の根絶に向けた総合的な施策を講じるものとする。 

２ 県は、市町村に対して性暴力の実情に関する必要な情報及び知見を提供するとともに、

第八条の規定に基づく市町村の取組を支援するものとする。 

３ 県は、性暴力の根絶又は性被害に関する支援に係る事業を行う民間団体で、県内におい

て継続的に活動するものに対し、適切かつ必要な範囲において、財政的な支援その他の支

援を実施するよう努めるものとする。 

（県民の責務） 

第六条 県民は、第三条の基本理念にのっとり、性暴力及びその被害者に関する理解を深め

ることにより、性被害及び二次的被害を発生させないよう配慮するとともに、性暴力の根

絶に向けて、この条例に基づく県及び市町村の取組に協力するものとする。 

（事業者の責務） 

第七条 事業者は、その事業所においてセクシュアル・ハラスメントその他の性暴力による

性被害又は二次的被害が発生することがないよう、県、市町村等が実施する研修に従業員

が参加できるよう配慮する等、この条例に基づく県、市町村等の施策に協力するよう努め

るものとする。 
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２ 事業者は、その事業所に関し、第十六条第二項の規定により県が定める指針等を踏まえ、

性暴力が発生しにくい就労環境の整備その他雇用管理上必要な措置を講じるよう努めるも

のとし、性被害又は二次的被害を申し出た者があるときは、適切に対応しなければならな

い。 

（市町村の責務） 

第八条 市町村は、第三条の基本理念にのっとり、県及び県警察との連携の下、性暴力事案

が発生しにくい生活環境の整備等、性暴力の根絶に向けた取組を推進するとともに、性暴

力の根絶及び性暴力の被害者の支援に関する住民の理解を促進するよう努めるものとする。 

（行動規範） 

第九条 県民等は、性暴力となる行為を行ってはならない。 

２ 県民等は、性暴力の発生場所、状況その他の内容及び当該性暴力の被害者の氏名、住所、

職業、年齢等、性暴力の被害者を特定し得る情報を、その真偽にかかわらず、他人に伝え、

又はインターネット、電子メールその他の情報通信ネットワークを通じて流布させる行為

（放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。）による

報道及び当該被害者の意思に基づき行うものを除く。）は、重大な人権侵害に当たるおそれ

があることを踏まえ、当該行為を行わないものとする。 

（率先垂範） 

第十条 知事、県議会議員その他福岡県の特別職に属する者及び県職員は、県民に範を示す

べき立場を深く自覚し、第三条の基本理念にのっとり自らの認識と行動を厳しく律すると

ともに、性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず、被害者に寄

り添う心を共有する社会をつくるとの固い決意をもって、性暴力の根絶に率先して取り組

むものとする。 

２ 市町村長、市町村議会議員その他地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第

三条第二項又は第三項の職にある者は、所属する地方公共団体の住民に範を示すべき立場

にあることを自覚し、前項に規定するところに準じた取組に努めるものとする。 

（性暴力根絶等に関する教育活動） 

第十一条 性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず、被害者には

寄り添う心を共有する社会をつくるため、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第

一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学

校のうち公立の学校の長は、その児童又は生徒に対し、発達の段階に応じた性暴力の根絶

及び性暴力の被害者の支援に関する総合的な教育を行うよう努めるものとする。 

２ 前項の教育は、性差別等人権に関する教育、体や性の仕組みに関する教育、性に関する

心理学的見地からの教育並びに性暴力及び性被害の実情等に関する教育を含むものとし、

それぞれの分野に関し専門的な知識及び経験を有する専門家で県が派遣するものによって

行う。 

３ 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第二条第三項に規定する私立学校（学校

教育法第一条に規定する幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。）は、第一項の教育の状況
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等を踏まえ、これに準じた教育を行うよう努めるものとする。この場合において、県は、

前項の専門家の派遣その他の支援を行うものとする。 

（性暴力根絶等に関する研修等） 

第十二条 県は、性被害を早期に発見し、性暴力の被害者の保護その他の支援を迅速かつ適

切に行うとともに、県民を性暴力から守るために必要な措置を円滑に講じるため、この条

例の施行に関し重要な役割を担う者及び希望する者に対し、前条の教育内容等に関する専

門的な研修及び性暴力に適切に対処し、又は傍観者とならない対処方法等に関する研修を

実施するものとする。 

２ 県は、第十条第一項に規定する者に対して前項の研修に準じた研修を実施するとともに、

同条第二項に規定する者並びに学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校、同法

第百二十四条に規定する専修学校並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の学

生又は生徒に対し、同様の研修を受ける機会を提供するものとする。 

（性暴力根絶等に関する広報・啓発等） 

第十三条 県は、あらゆる機会を活用し、性暴力の根絶及び被害者の支援に関する広報及び

啓発活動を推進することにより、この条例の趣旨の周知に努めるものとする。 

（総合窓口の設置及び関係機関との連携） 

第十四条 県は、支援条例第九条の規定に基づく犯罪被害者等の総合的支援体制の中で、性

暴力の被害者の支援に関する総合的な窓口（以下「支援センター」という。）を設置し、そ

の周知に努めるものとする。 

２ 支援センターでは、第三条の基本理念にのっとり、性暴力の被害者の支援に関する次の

業務を行う。 

一 専門の相談員による相談 

二 被害者が必要とする支援制度及び専門機関の紹介 

三 医療機関、警察署等への付添い及び助言 

四 性被害を受けた直後の医療的な緊急対応及び証拠採取に係る援助並びに必要と認めら

れる期間にわたる精神医学的支援の提供 

五 弁護士等による法的支援その他必要と認められる支援の提供 

３ 支援センターは、医療機関、県警察その他の司法機関、関係自治体その他の関係団体又

は関係機関及び弁護士等の専門家と連携して、前項の業務を行うものとする。 

（性暴力及び性被害に関する相談等） 

第十五条 性暴力による危険に直面し、又は性被害を受けた者は、当該性暴力への対応又は

当該被害について、支援センターに相談することができる。この場合において、支援セン

ターは、相談者の意思と立場に即して、慎重に、かつ、秘密の保持に最大限の注意を払っ

て対応するものとする。 

２ 前項の相談内容に関し法令の規定により対応するべき警察署その他の専門機関等がある

場合において、相談者が求めるときは、当該専門機関等にその旨を伝え相談者を引き継ぐ

とともに、当該機関等との連携の下に、相談者に対する支援を継続するものとする。 

（性被害事案に関する協議・検討） 
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第十六条 加害者側への対応を含め性暴力又はその被害者に関する相談への対応その他被害

者の支援のあり方及び講ずるべき施策並びに性暴力の根絶に向けた取組等について検討す

るため、県は、関係機関及び有識者との協議・検討の場を設けるものとする。 

２ 前項の協議・検討の場では、性暴力の被害者の意思を尊重し、かつ、被害者の個人情報

を確実に保護することを基本として、前項に定める被害者支援の施策等を検討するととも

に、性暴力に関する県民の理解を促進するため、性暴力となる行為に関する考え方、指針

等を検討し、その成果を公表するものとする。 

（住所等の届出義務） 

第十七条 子どもに対し、第二条第一項第一号から第四号までの罪（第三号については、児

童買春等処罰法第七条第四項の罪に限る。）を犯した者が、これらの罪に係る刑期の満了の

日（刑の一部の執行が猶予された場合にあっては猶予されなかった期間の執行を終わった

日）から五年を経過する日前に本県の区域内に住所又は居所を定めたときは、規則で定め

るところにより、当該住所又は居所を定めた日から十四日以内に、次に掲げる事項を知事

に届け出なければならない。 

一 氏名 

二 住所又は居所 

三 性別 

四 生年月日 

五 連絡先 

六 届出に係る罪名 

七 刑期の満了した日 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたとき（次項に

規定する場合を除く。）は、その日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければなら

ない。 

３ 第一項の規定による届出をした者が新たに本県の区域外に住所又は居所を定めることと

なった場合は、その旨を知事に届け出なければならない。 

４ 知事は、第一項の規定により取得した情報を対象者の再犯の防止及び社会復帰に向けた

情報提供、助言、指導その他の支援の目的以外に使用してはならない。 

（受診の勧奨と社会復帰の支援） 

第十八条 知事は、前条第一項の規定に該当する者が申し出たときは、性犯罪の再犯を防止

するための専門的な指導プログラム又は治療を受けることを支援するものとする。ただし、

当該指導プログラム又は治療を受けること又はこれを継続することが特に必要と認める者

については、これを勧奨することができる。 

２ 前項の指導プログラム又は治療に要する費用は、性暴力から県民を守る観点から、予算

の範囲内において県が支弁するものとする。 

３ 第一項本文及び前項の規定は、子どもに対し、第二条第一項第一号から第四号までの罪

（第三号については、児童買春等処罰法第七条第四項の罪に限る。）を犯し、保護観察の有
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無にかかわらず刑の執行を猶予された者、起訴猶予とされた者又は罰金刑に処せられた者

について準用する。 

（加害者等からの相談等） 

第十九条 性暴力の加害者が、性暴力の再発を防止し、又は社会復帰を望むときは、支援セ

ンターとは別に県が設置する窓口に相談し、支援を求めることができる。この場合におい

て、県は、当該性暴力の被害者に関する情報の秘匿を厳守するとともに、当該窓口を第十

四条の規定に基づき設置する総合窓口とは完全に隔離された場所に設置する等、加害者が

被害者に遭遇することがないよう、配慮しなければならない。 

２ 知事は、性犯罪を犯した後に本県の区域内に住所又は居所を定めた者が、精神科の専門

医その他の専門家による治療又は社会復帰のための指導を受けることを望むときは、矯正

施設、保護観察所等の関係機関と連携し、県に、第十七条第一項の規定に準じた当該出所

受刑者の情報を登録するよう求め、定期的に必要な治療又は指導が受けられるよう措置す

るものとする。 

（医療機関の取組） 

第二十条 医療機関は、支援センターを経由して性暴力の被害者が受診したときは、そのプ

ライバシーに配慮するとともに、証拠資料の採取への協力、性被害に伴う疾病の予防又は

治療その他被害者が心身に受けた被害の回復の支援その他被害者の状況に応じた対応に努

めるものとする。 

（被害者支援に関する特則） 

第二十一条 性暴力の被害者に対する支援については、この条例に定めるもののほか、支援

条例に規定する犯罪被害者等の支援に関する規定を適用する。 

２ 本県における性暴力の被害者に対する支援に関する施策は、第三条の基本理念にのっと

り、性的指向及び性自認にかかわらず、講ぜられるものとする。 

３ 知事は、配偶者等性暴力、ストーカー行為その他の性暴力から被害者を隔離するため必

要があると認めるときは、居所の秘密を確実に保持できるよう配慮した上で、県外を含め

た民間住宅の借上げ、第五条第三項の事業を行う民間団体が設置する避難所の紹介等の方

法により、必要と認められる期間、県の支援の下に避難所を提供するものとする。 

４ 前項の避難所では、被害者が、その所在地の県及び市町村又は第五条第三項の事業を行

う民間団体の支援を受けられるよう、県は、秘密の保持に配慮した上で、当該所在地の県

及び市町村又は民間団体と連携するものとする。 

５ 県は、支援条例第十六条、第十九条、第二十条等の規定に基づき支援条例第十条の支援

計画に定めた施策について、性暴力の被害者の特性に応じた特別の支援の必要性及びその

内容について検討し、必要に応じて支援計画に定めるよう努めるものとする。 

（過料） 

第二十二条 正当な理由がなく第十七条第一項又は第二項の届出をせず、又は虚偽の届出を

した者は、五万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第二十二条までの規定は、

規則で定める日から施行する3。 

（この条例の見直し） 

２ この条例は、その運用状況と性暴力及び性被害の実情並びに第十六条の規定による検討

の状況等を勘案し、前項の規則で定める日から三年を目途に必要な見直しを行うものとす

る。  

                                                   
3 令和二年規則第二六号で第一一条から第一六条まで、第二〇条及び第二一条の規定は令和二年

四月一日から施行、その他の規定は同年五月一日から施行。 
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◎長野県子どもを性被害から守るための条例（平成 28 年長野県条例第 31号） 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの性被害が、その心身に重大な影響を及ぼすものであり、かつ、

その被害を生じさせる行為が、子どもの尊厳を害するものであることに鑑み、子どもを性

被害から守るための取組に関し、基本理念を定め、及び県等の責務を明らかにするととも

に、性被害の予防、性被害を受けた子どもの支援等に関する基本的施策及び必要な規制を

定めることにより、長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例（平成 26 年長野県条例

第 32 号）と相まって、子どもを性被害から守るための取組を総合的に推進し、もって子ど

もの尊厳を保持し、及び健やかな成長を支援することを目的とする。 

（適用上の注意） 

第２条 この条例の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意するとと

もに、子どもの最善の利益を尊重しなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいう。 

２ この条例において「性被害」とは、次に掲げる行為による身体的又は精神的な被害をい

う。 

⑴ 刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 176 条から第 179 条まで、第 181 条、第 225 条（わ

いせつの目的に係る部分に限る。）及び第 241 条の罪に当たる行為 

⑵ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164号）第 60 条第１項の罪に当たる行為 

⑶ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

（平成 11年法律第 52号）第４条、第７条並びに第８条第１項及び第２項の罪に当たる

行為 

⑷ 第 19 条第１項の罪に当たる行為 

⑸ 前各号に掲げる行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪に当たる行為 

⑹ 性的搾取、性的虐待その他の性の乱用に係る行為で前各号に掲げる行為に該当しない

もの 

３ この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子ども

を現に監護する者をいう。 

４ この条例において「学校等」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26号）第１条に規定

する学校（幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。）その他これらに類する施設をいう 

５ この条例において「県民運動」とは、全ての子どもが、自尊感情及び自己肯定感を育み、

社会とのかかわりを自覚することができるように支援するとともに、子どもの健やかな成

長を阻害する要因を除去し、安全で安心して暮らすことができる社会環境を整備すること

等により、子どもを性被害から守るため、県、市町村、保護者、学校等、事業者、県民そ

の他の関係者が相互に連携協力し、又は一体的に実施する取組をいう。 

（基本理念） 

第４条 子どもを性被害から守るための取組は、次に掲げる事項を基本として行うものとす

る。 
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⑴ 子どもは、自己及び他者を大切に思う心を育み、性被害から自己を守るための正しい

知識に基づいて自立的に行動し、健やかに成長していくべき存在であること。 

⑵ 県、市町村、保護者、学校等、事業者、県民その他の関係者が主体的かつ自主的に取

り組むとともに、県民運動として推進されるべきものであること。 

（県の責務） 

第５条 県は、前条に定める基本理念（第 15条において「基本理念」という。）にのっとり、

子どもを性被害から守るための取組について総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施

するものとする。 

２ 県は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市町村、保護者、学校等、

事業者、県民その他の関係者と連携協力するよう努めるものとする。 

３ 県は、県民運動を尊重し、それを積極的に推進するものとする。 

（保護者の責務） 

第６条 保護者は、その監護する子どもを守る第一義的責任を有することを認識し、子ども

を性被害から守るために必要な教育並びに子どもが性被害を受けたときの保護及び支援を

行うよう努めるものとする。 

（学校等の責務） 

第７条 学校等は、子どもが性被害の被害者及び加害者にならないようにするため、子ども

を性被害から守るための人権教育、性教育及び情報モラル（情報化社会で適正な活動を行

うための基となる考え方及び態度をいう。第 11条第１項及び第２項において同じ。）に関

する教育を行うよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、子どもの性被害の防止に配慮すると

ともに、県が実施する施策並びに学校等及び地域の取組に協力するよう努めるものとする。 

（県民の責務） 

第９条 県民は、地域社会で子どもを育むことの重要性を認識し、子どもを性被害から守る

ため、主体的かつ自主的な取組を行うよう努めるとともに、県が実施する施策並びに学校

等及び地域の取組に協力するよう努めるものとする。 

（性被害の予防のための教育の充実） 

第 10 条 県は、学校等における子どもに対する人権教育及び性教育の充実を図るため、教員

等に対する研修、教材又は参考となる資料の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

２ 県は、地域における子ども、保護者及び県民に対する人権教育及び性教育の充実を図る

ため、県民運動を推進する団体等への研修、教材又は参考となる資料の提供、専門的知識

を有する者の派遣その他の必要な支援を行うものとする。 

（インターネットの適正な利用の推進） 

第 11 条 県は、学校等における子どもに対する情報モラルに関する教育の充実を図るため、

教員等に対する研修、教材又は参考となる資料の提供その他の必要な支援を行うものとす

る。 
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２ 県は、地域における子ども、保護者及び県民に対する情報モラルに関する啓発活動の充

実を図るため、県民運動を推進する団体等への研修、教材又は参考となる資料の提供、専

門的知識を有する者の派遣その他の必要な支援を行うものとする。 

３ 県は、情報通信事業者等との連携協力により、子どものインターネットの適正な利用を

推進する取組を行うものとする。 

（相談体制の充実等） 

第 12 条 県は、子ども、保護者等が性に関する相談をすることができる体制を充実するとと

もに、子どもが悩み等を抱え孤立することのないよう、大人の見守り及び支援の下で、安

心して過ごすことができる場の整備を促進するものとする。 

（県民運動の推進） 

第 13 条 県は、時代の変化に対応した県民運動の推進を図るため、県民運動を担う人材の育

成、県民運動への県民、事業者等の参加を促進するための情報の提供、県民運動を推進す

る市町村及び団体等に対する研修その他の必要な支援を行うものとする。 

（性被害を受けた子どもへの支援） 

第 14 条 県は、性被害を受けた子どもが心身に受けた影響から早期に回復し、当該子どもが

健やかに成長するため、関係行政機関、医療機関等と連携協力し、当該子どもの身体的、

精神的な負担等の解消又は軽減に資する医療の提供、福祉に関する相談等の支援体制の整

備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、性被害を受けた子どもが安心して適切な支援を受けられるよう、支援を行う者に

対する研修の実施その他の必要な支援を行うものとする。 

（啓発活動） 

第 15 条 県は、市町村と連携協力し、基本理念に関する県民の理解の促進、子どもの性被害

の予防等に関する施策等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 

（大人の責任） 

第 16 条 大人は、真摯な恋愛を除き、判断能力が未熟な子どもに対し、性行為又はわいせつ

な行為を行うことは、子どもの成長発達を見守り、支える大人の責任として許されないも

のであることを自覚しなければならない。 

（威迫等による性行為等の禁止） 

第 17 条 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、

性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。 

２ 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせ

つな行為を行わせてはならない。 

３ 何人も、子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為

を見せ、又は教えてはならない。 

（深夜外出の制限） 

第 18 条 保護者は、通勤、通学その他の正当な理由のある場合を除き、深夜（午後 11 時か

ら翌日の午前４時までの時間をいう。以下この条において同じ。）に子どもを外出させない

ように努めなければならない。 
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２ 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他の正当な理由がある場合を除

き、深夜に子どもを連れ出し、同伴し、又は子どもの意に反しとどめてはならない。 

３ 深夜に営業を行う者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる子どもに対し、

帰宅を促すよう努めなければならない。 

４ 何人も、深夜に外出している子どもに対し、帰宅を促すよう努めなければならない。 

（罰則） 

第 19 条 第 17 条第１項の規定に違反した者は、２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に

処する。 

２ 前条第２項の規定に違反した者は、30 万円以下の罰金に処する。 

３ 第 17 条第１項又は前条第２項に規定する行為をした者は、当該子どもの年齢を知らない

ことを理由として、前２項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該子ど

もの年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 

（適用除外） 

第 20 条 この条例に違反した者が子どもであるときは、当該子どもに対しては、この条例の

罰則は適用しない。違反する行為をしたとき子どもであった者についても、また同様とす

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 17 条から第 20 条までの規定は、平成

28 年 11 月１日から施行する。 

（検討） 

２ この条例の規定については、子どもを取り巻く社会環境の変化、この条例の施行の状況

等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずる

ものとする。  
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◎大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例（令和元年

大阪府条例 19 号） 

府においては、全ての人が人間の尊厳と人権を尊重し、人種や民族の違いを認め合い、暮

らすことのできる共生社会の実現を目指し、様々な施策を推進してきたが、いまだに特定の

人種や民族の人々を排斥する差別的言動が行われ、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでな

く、人としての尊厳を傷つけ、また、差別の意識を生じさせる事態を引き起こしている。 

もとよりこのような不当な差別的言動はあってはならず、解消されなければならない喫緊

の課題である。 

ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、このことを

更なる人権教育と人権啓発を通じて、府民に対し周知を図り、その理解と協力を得つつ、不

当な差別的言動の解消を推進することを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動は許されないものとの認

識の下、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関し、基本理念を定

め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人種又は民族を理由とする不当

な差別的言動の解消の推進に関する施策を実施し、もって全ての人が相互に人種又は民族

の違いを尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、「人種又は民族を理由とする不当な差別的言動」とは、人種若し

くは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団（以下「特定

人等」という。）に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおる目的で公然とその生命、

身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は特定人等を著しく侮蔑す

るなど、特定人等であることを理由として特定人等を社会から排除することを扇動する不

当な差別的言動をいう。 

（基本理念） 

第三条 人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消は、府民一人ひとりが共に社会

の一員として解決すべき課題であるとの認識の下、行われなければならない。 

（府の責務） 

第四条 府は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、人種又は民

族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する施策を実施する責務を有する。 

２ 府は、前項の施策の実施に当たっては市町村との連絡調整を緊密に行うとともに、市町

村における人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に係る取組について

協力するものとする。 

（府民の責務） 

第五条 府民は、基本理念にのっとり、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消

の必要性に対する理解を深めるとともに、府が実施する前条第一項の施策に協力するよう

努めるものとする。 

（事業者の責務） 
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第六条 事業者は、基本理念にのっとり、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解

消の必要性に対する理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、府が実施する第四条

第一項の施策に協力するよう努めるものとする。 

（不当な差別的言動の禁止） 

第七条 何人も、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。 

（不当な差別的言動の解消の推進に関する施策） 

第八条 府は、次に掲げる人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関す

る施策を実施するものとする。 

一 人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の必要性に対する府民の関心及び

理解を深めるため、教育及び啓発を行うこと。 

二 人種又は民族を理由とする不当な差別的言動に関する相談に的確に応じるとともに、

そのために必要な取組を行うこと。 

（適用上の注意） 

第九条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自

由及び権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

附 則 

この条例は、令和元年十一月一日から施行する。 
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◎神戸市外国人に対する不当な差別の解消と多文化共生社会の実現に関する条例（令和元年

神戸市条例８号） 

多文化共生は今や人類の平和と繁栄を実現するための共通の課題であり，故に国籍，人種，

文化，宗教などの違いをもって不当な差別を助長し，扇動する行為を防止，解消することは

人類共通の責務であるといえる。 

多文化共生の果実はすでに私たち神戸市民の手元にある。すなわち 1868 年の開港以来，神

戸は，諸外国から人々が来訪し，共に街を作り，仕事をし，神戸経済を発展させるとともに，

独自の多文化共生の生活文化を生み出してきた。諸外国の人々との交流なくして今日の神戸

の街は存在しなかったといっても過言ではない。 

さらに近年，発展著しいアジアを中心とした海外からの観光客や留学生の増加は，日本経

済の成長に寄与している。また多くの業種，業界で人手不足が深刻な問題になっている中，

その解消策の一つとして海外からの人材の導入に大きな期待がかかっている。 

このような現況を見れば，諸外国の人々が安心して我が国を訪れ，また生活することので

きる社会を構築しなければ，本市はもとより日本の社会が立ち行かなくなることは明らかで

ある。 

本市が平成 28 年３月に策定した神戸 2020 ビジョンでも，誰もが包摂され，その個性と多

様性を尊重し，誰もが持てる力を発揮でき，支え合うことのできる社会づくりを目指してい

くことを規定している。 

本市が世界に開かれた都市として，外国人に対する不当な差別的言動をはじめとするあら

ゆる不当な差別を解消することはもとより，全ての市民がそれぞれの文化を尊重し合い，共

に生きる社会を構築することは，市民経済の発展と市民福祉向上のために極めて重要である

ことから，その推進のためこの条例を制定する。 

（目的） 

第 1 条 この条例は，表現の自由その他の自由及び権利を保障する日本国憲法を遵守しつつ，

外国人に対する不当な差別を解消するとともに，それぞれの文化を尊重し合い共に生きる

多文化共生社会を構築するため，その取組について，基本的施策を定め，これを推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「外国人」とは，出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第

319 号）第２条第２号に規定する外国人であって，適法に居住するものをいう。 

（市民の責務） 

第３条 市民は，外国人に対する不当な差別を解消し，及び全ての人の尊厳が尊重されるま

ちづくりを進めるよう努めるものとする。 

（相談体制の整備） 

第４条 市は，外国人に対する不当な差別に関する相談に的確に応ずるとともに，国又は関

係機関との連携により，必要な相談体制の拡充に努めるものとする。 

（教育の充実等） 
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第５条 市は，国又は関係機関との連携により，外国人に対する不当な差別を解消するため

の教育活動を実施するとともに，そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。 

（啓発活動等） 

第６条 市は，国又は関係機関との連携により，外国人に対する不当な差別の解消の必要性

について，市民に周知し，その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実

施するとともに，そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。 

２ 市は，国籍や民族の違いを問わず，全ての人がお互いの違いを認め合う多文化共生社会

を実現するという視点に立ち，多文化共生の基礎となる人権啓発を推進するよう努めるも

のとする。 

（情報提供） 

第７条 市は，外国人に対し我が国の社会生活に必要な情報を的確に提供するよう努めるも

のとする。 

（財政上の措置） 

第８条 市は，この条例の目的を達成するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

（議会への報告） 

第９条 市長は，毎年度，この条例に基づく市の施策の実施状況を議会に報告するものとす

る。 

附 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 
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◎大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例（平成 28 年大阪市条例１号） 

（目的） 

第１条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれが

あることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定

めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する

表現活動をいう。 

⑴ 次のいずれかを目的として行われるものであること（ウについては、当該目的が明ら

かに認められるものであること） 

ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集

団（以下「特定人等」という。）を社会から排除すること 

イ 特定人等の権利又は自由を制限すること 

ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること 

⑵ 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること 

ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること 

イ 特定人等（当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数）に

脅威を感じさせるものであること 

⑶ 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるも

のであること 

２ この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。 

⑴ 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク（これに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録することができる物を含む。）その他の物の販売若しくは頒布又は上映 

⑵ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を

記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置く

こと 

⑶ その他他の表現活動の内容を拡散する活動 

３ この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し

若しくは通学する者をいう。 

４ この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有す

る市民により構成される団体をいう。 

（啓発） 

第３条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがある

ことに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓

発を行うものとする。 

（措置等の基本原則） 
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第４条 次条及び第６条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的

として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による

救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなけれ

ばならない。 

（拡散防止の措置及び認識等の公表） 

第５条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の

内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとると

ともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を

防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するも

のとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表す

ることにより第１条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所

在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。 

⑴ 本市の区域内で行われた表現活動 

⑵ 本市の区域外で行われた表現活動（本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表

現活動を含む。）で次のいずれかに該当するもの 

ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動 

イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内

容を本市の区域内に拡散するもの 

２ 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当する

と思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る

ヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定

めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、

当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容

が次条第３項の規定に基づき第７条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会（以下「審

査会」という。）の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において

当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。 

４ 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなけれ

ばならない。 

５ 市長は、第１項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散する

ことのないよう十分に留意しなければならない。 

６ 第１項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法

により行うものとする。 

（審査会の意見聴取） 

第６条 市長は、前条第２項の申出があったとき又は同条第１項各号に掲げる表現活動がヘ

イトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらか

じめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第２項の申出があった場合にお
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いて、当該申出に係る表現活動が同条第１項各号のいずれにも該当しないと明らかに認め

られるときは、この限りでない。 

⑴ 当該表現活動が前条第１項各号のいずれかに該当するものであること 

⑵ 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること 

２ 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその

旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報

告に係る事項について意見を述べることができる。 

３ 市長は、前２項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第 1 項の

規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あら

かじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、

緊急を要するときその他第１条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審

査会の意見を聴かないでとることができる。 

４ 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第１項の規定による

措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合にお

いて、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。 

５ 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第１項の規定によ

る公表において、当該意見の内容を公表するものとする。 

（審査会の設置） 

第７条 前条第１項から第４項までの規定によりその権限に属するものとされた事項につい

て、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機

関として審査会を置く。 

２ 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市

長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。 

（審査会の組織） 

第８条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

２ 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得

て委嘱する。 

３ 審査会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

４ 委員は、１回に限り再任されることができる。 

５ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

６ 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運

動をしてはならない。 

７ 市長は、審査会の委員が前２項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することがで

きる。 

（審査会の調査審議手続） 
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第９条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現

活動に係る第５条第２項の規定による申出をした市民等（以下「申出人」という。）に意見

書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせること

その他必要な調査をすることができる。 

２ 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行っ

たもの（以下これらを「関係人」という。）に対し、相当の期間を定めて、書面により意見

を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の

所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。 

３ 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を

定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会

が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

４ 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭する

ことができる。 

５ 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせる

ことができる。 

⑴ 第１項の規定による調査 

⑵ 第３項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと 

⑶ 第６条第２項の規定による報告を受けること 

６ 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第７条第２項に規定する事項に

関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。 

（審査会に関する規定の委任） 

第 10 条 前３条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必

要な事項は、市規則で定める。 

（適用上の注意） 

第 11 条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自

由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

（施行の細目） 

第 12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条から第６条まで及び次項の規定の

施行期日は、市長が定める4。 

２ 第４条から第６条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適

用する。 

３ 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制

度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規

定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

  

                                                   
4 平成 28 年７月１日から施行。 
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◎障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例（平成 30 年三重県条

例 69 号） 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第九条） 

第二章 障がいを理由とする差別を解消するための措置（第十条―第十五条） 

第三章 障がいを理由とする差別を解消するための体制の整備 

第一節 相談体制（第十六条・第十七条） 

第二節 紛争の解決を図るための体制（第十八条―第二十四条） 

第四章 障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策（第二十五条―第三十一条） 

第五章 共生社会の実現に向けた施策の推進（第三十二条・第三十三条） 

第六章 雑則（第三十四条・第三十五条） 

附則 

平成十八年十二月、障がい者の人権と基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳

の尊重を促進することを目的とする障害者の権利に関する条約が採択され、我が国は、平成

二十六年一月に同条約を締結した。 

障害者の権利に関する条約は、「障がいが、機能障がいを有する者とこれらの者に対する態

度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎とし

て社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずる」という社会モデルの

考え方を基本としている。また、同条約は、合理的配慮の否定を含めたあらゆる形態の差別

を障がいに基づく差別とし、この差別を撤廃するための措置をとることを定めるとともに、

合理的配慮とは、障がい者の人権と基本的自由の享有を確保するための「必要かつ適当な変

更及び調整」であり、恩恵的に施されるものではないことを明らかにした。 

これらの画期的な考え方をはじめとする障害者の権利に関する条約の理念を実現するため、

政府は、関係する法律の整備などを行っており、三重県においても、これらを踏まえ、障が

い者の権利を守るための取組を進めているところである。 

しかしながら、今なお、障がい者に対する理解や、障がい者との対話を通じて社会的障壁

を認識し、除去することの重要性に対する理解が十分に深まっておらず、障がい者はもとよ

り、その家族も様々な偏見や差別に直面し、苦悩している。また、障がい者とその家族は、

障がい者が自らの選択に基づき、地域において自立し、社会参加することについて不安を抱

えている現状がある。 

このような状況を踏まえ、県民が互いに支え合い、社会全体で常に障がい者との積極的な

対話を通じて社会的障壁の除去に取り組み、障がいを理由とする差別や障がい者の自立と社

会参加を妨げている諸要因の解消を図らなければならない。我々は、このような取組を進め

ることによって、障がい者がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参加し、活躍

できることが、県民一人ひとりの幸福の実現につながるものと確信している。 

障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくりは、県民一人ひとりの理

想であり、果たすべき使命である。 
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ここに、我々は、このような三重県づくりに向けた「未来への新たな一歩」を踏み出し、

共生社会を実現することを決意し、この条例を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会（以下「共生社会」という。）を実現するた

め、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策並びに障がい者の自立及び社会参

加の支援等のための施策（以下「共生社会の実現に向けた施策」という。）に関し、基本理

念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、共生社会の実現に向けた施策の基本

となる事項を定めること等により、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）その他の関係

法令（三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例（平成十一年三重県条例第二号）

その他の障がい者に関する施策に係る条例を含む。第四条第二項及び第九条において同じ。）

と相まって、共生社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がい及び高次脳機能障がい

を含む。）、難病に起因する障がいその他の心身の機能の障がい（以下「障がい」と総称

する。）がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又

は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよ

うな社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

三 合理的な配慮 全ての障がい者が障がい者でない者と等しく基本的人権を享有するこ

とを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要と

されるものをいう。 

四 行政機関等 地方公共団体（県、県の区域内の市町及び県の区域内の特別地方公共団

体をいい、地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を

受ける地方公共団体の経営する企業を除く。次号において同じ。）及び地方独立行政法人

をいう。 

五 地方独立行政法人 地方公共団体が設立した地方独立行政法人法（平成十五年法律第

百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる

業務を行うものを除く。）をいう。 

六 事業者 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第二条第七号に規定する事

業者をいう。 

（基本理念） 
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第三条 共生社会の実現は、全ての障がい者が、障がい者でない者と等しく、基本的人権を

享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利

を有することを前提としつつ、障害者基本法第三条各号に掲げる事項を旨として図られな

ければならない。 

２ 社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮は、これが障がいを理由として障がい

者でない者と不当な差別的取扱いをすることを回避し、障がい者の基本的人権の享有を確

保するために行われるものであるとの考え方にのっとり、行われなければならない。 

３ 県は、共生社会の実現に向けた施策を講ずるに当たっては、障がい者その他の関係者の

意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 

第四条 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本とし

て行われなければならない。 

一 社会のあらゆる分野における全ての構成員が社会的障壁の除去を実施することにより、

障がいを理由とする差別の解消を推進する責務を有するとの認識を踏まえて策定され、

及び実施されること。 

二 障がいを理由とする差別の多くが障がい者に対する理解（障がい者に対する肯定的認

識を含む。以下同じ。）及び社会的障壁の除去の重要性に対する理解が十分でないことに

起因することを踏まえ、障がい者に対する理解及び社会的障壁の除去の重要性に対する

理解を深める施策と一体的に、策定され、及び実施されること。 

三 社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮を的確に行うためには、現に社会的

障壁の除去を必要としている障がい者との対話を通じてその意思の確認が行われること

が重要であるとの認識を踏まえて策定され、及び実施されること。 

四 障がい者が障がいを理由とする差別に加え、性別、年齢その他の障がい以外の要因に

基づく差別を受ける状況があることに鑑み、障がい以外の要因に基づく差別の解消を図

るための施策との密接な連携の下に、策定され、及び実施されること。 

２ 障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者基本法その他の関係法令

に基づく施策と一体のものとして総合的に、策定され、及び実施されなければならない。 

（県の責務） 

第五条 県は、前二条に定める基本理念にのっとり、共生社会の実現に向けた施策を総合的

かつ計画的に実施するものとする。 

２ 県は、自ら設置し、又は管理する施設における障がい者の利用の円滑化及び障がい者の

移動の円滑化を図るための環境の整備を行うものとする。 

（国等との連携協力） 

第六条 県は、共生社会の実現に向けた施策の策定及び実施に当たっては、国、市町、関係

機関、関係団体、事業者その他の関係者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第七条 事業者は、県が実施する共生社会の実現に向けた施策に協力するよう努めるととも

に、その事業活動を行うに当たっては、共生社会の実現に主体的に取り組むよう努めるも

のとする。 



91 
 

（県民の役割） 

第八条 県民は、共生社会を実現する上で障がいを理由とする差別の解消が重要であること

に鑑み、障がい者に対する理解及び社会的障壁の除去の重要性に対する理解を深めるもの

とする。 

２ 県民は、県が実施する共生社会の実現に向けた施策に協力するよう努めるとともに、障

がい者の意思を尊重しつつ、障がい者の自立及び社会参加への支援を主体的に行い、共生

社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 

（障害者計画の策定に関する基本方針） 

第九条 県は、障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進が図られるよう、障害者基

本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養

護者に対する支援等に関する法律（平成二十三年法律第七十九号）その他の関係法令の理

念を踏まえ、障害者基本法第十一条第二項の規定による障害者計画（第三十二条第一項に

おいて「障害者計画」という。）を策定するものとする。 

第二章 障がいを理由とする差別を解消するための措置 

（行政機関等における障がいを理由とする差別の禁止） 

第十条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者で

ない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならな

い。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去

を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でな

いときは、社会的障壁の除去の実施を怠ることによって前項の規定に違反することとなら

ないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実

施について合理的な配慮をしなければならない。 

（事業者における障がいを理由とする差別の禁止） 

第十一条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者と不

当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要として

いる旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、社

会的障壁の除去の実施を怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、当

該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について合

理的な配慮をするように努めなければならない。 

（県等の地方公共団体等職員対応要領） 

第十二条 県（地方公営企業法第三章の規定の適用を受ける県の経営する企業を除く。）の機

関及び地方独立行政法人（県が設立したものに限る。第十九条第四項において同じ。）は、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十条第一項に規定する地方公共団体等

職員対応要領を定めるものとする。 

（不当な差別的取扱い等の事例の具体化） 
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第十三条 県は、不当な差別的取扱いをすることによる障がい者の権利利益の侵害の防止等

及び社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮を的確に行うことに資するため、障

害福祉サービスの提供その他の障がい者の日常生活及び社会生活に関する分野ごとに不当

な差別的取扱い及び社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮の事例の具体化を図

る措置を講ずるものとする。 

（社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮に関する環境の整備） 

第十四条 行政機関等及び事業者は、障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の

意思の表明があるか否かにかかわらず、社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮

を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研

修その他の必要な環境の整備に努めるものとする。 

（事業者への支援） 

第十五条 県は、事業者に対し、社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮を的確に

行うための情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を実施するよう努めるものとす

る。 

第三章 障がいを理由とする差別を解消するための体制の整備 

第一節 相談体制 

（相談） 

第十六条 県は、障がい者、障がい者の家族、事業者その他の関係者からの第十条及び第十

一条に規定する障がいを理由とする差別（以下「差別事案」という。）に関する相談に応じ

なければならない。 

２ 県は、差別事案に関する相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 市町その他の関係行政機関と連携して、必要な助言、調査及び関係者間の調整を行う

こと。 

二 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。 

３ 県は、前項の業務のほか、市町において応じた障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律第十四条に規定する障害を理由とする差別に関する相談に係る事案の解決を支援

するため、必要な助言を行うものとする。 

４ 県は、第二項の業務を行うに当たり、差別事案以外の事案に関する相談を受けた場合に

おいて、当該事案が障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第二

条第二項に規定する障害者虐待、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律

第百二十三号）第三十五条に規定する不当な差別的取扱いその他の障がい者の権利利益を

侵害するもの（次条第四項において「障がい者の権利利益を侵害するもの」という。）であ

ると認められるときは、障がい者の権利利益の保護が適切に行われるよう、関係行政機関

への通告、通報その他の必要な対応を図るものとする。 

（県における相談員の設置） 

第十七条 県に、障がい者、障がい者の家族、事業者その他の関係者からの差別事案に関す

る相談に応じる者として、相談員を置く。 
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２ 相談員は、障がいを理由とする差別の解消に関する知識経験を有する者のうちから、知

事が任命する。 

３ 相談員は、前条第二項及び第三項の業務を行うものとする。 

４ 相談員は、前条第二項の業務を行うに当たり、差別事案以外の事案に関する相談を受け

た場合において、当該事案が障がい者の権利利益を侵害するものであると認められるとき

は、障がい者の権利利益の保護が適切に行われるよう、関係行政機関への通告、通報その

他の必要な対応を図るものとする。 

５ 相談員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

６ 県は、第三項の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な人員を確保するとともに、相

談員に対し、同項の業務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために

必要な研修を行うものとする。 

第二節 紛争の解決を図るための体制 

（助言及びあっせんの申立て） 

第十八条 障がい者、障がい者の家族、事業者その他の関係者は、前二条の規定による相談

を経ても差別事案の解決が期待できないと認められるときは、知事に対し、当該差別事案

を解決するために必要な助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをすることができる。 

２ 障がい者の家族その他の関係者は、障がい者の意思に反して前項の申立てをすることが

できない。 

３ 第一項の申立ては、行為の日（継続する行為にあっては、その行為の終了した日）から

三年を経過した差別事案に係るものであるときは、することができない。 

（助言及びあっせん） 

第十九条 知事は、前条第一項の申立てがあったときは、助言又はあっせんを行うものとす

る。ただし、助言又はあっせんを行うことが適当でないと認められるときは、この限りで

ない。 

２ 知事は、前条第一項の申立てがあったときは、当該申立てに係る差別事案の事実関係に

ついて調査を行うことができる。この場合において、当該申立てをした者（第二十三条及

び第二十四条第六項において「申立人」という。）、相手方その他の関係人は、正当な理由

がある場合を除き、これに協力しなければならない。 

３ 知事は、助言又はあっせんを行うに当たり必要があると認めるときは、三重県障がい者

差別解消調整委員会の意見を聴くものとする。 

４ 助言又はあっせんの対象となる差別事案の当事者が県又は地方独立行政法人であるとき

は、前項の規定にかかわらず、知事は、助言又はあっせんを行うに当たり、三重県障がい

者差別解消調整委員会の意見を聴くものとする。 

５ 知事は、あっせんによっては前条第一項の申立てに係る差別事案の解決の見込みがない

と認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 

（三重県障がい者差別解消支援協議会に対する報告） 
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第二十条 知事は、助言又はあっせんを行った結果明らかになった課題があると認めるとき

又は次項の規定により三重県障がい者差別解消調整委員会から報告を受けたときは、当該

課題又は報告について三重県障がい者差別解消支援協議会に報告するものとする。 

２ 三重県障がい者差別解消調整委員会は、前条第三項及び第四項の規定に基づく知事の諮

問に応じて調査審議を行った結果明らかになった課題があると認めるときは、当該課題に

ついて知事に報告するものとする。 

（勧告） 

第二十一条 知事は、助言又はあっせんを行った場合において、差別事案に該当する行為を

したと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせんに従わないときは、当該者

に対して、必要な措置をとるよう勧告することができる。 

（意見の聴取） 

第二十二条 知事は、前条の規定による勧告をする場合には、あらかじめ、期日、場所及び

事案の内容を示して、勧告の対象となる者又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を

行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき

は、意見の聴取を行わないで勧告することができる。 

（助言及びあっせんの状況の公表） 

第二十三条 知事は、差別事案の発生の防止又は差別事案が発生した場合における当該差別

事案の解決に資するため、助言又はあっせんを行った場合において、申立人、相手方その

他の関係人の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。 

（三重県障がい者差別解消調整委員会） 

第二十四条 第十九条第三項及び第四項の規定に基づく知事の諮問に応じて調査審議を行わ

せるため、知事の附属機関として、三重県障がい者差別解消調整委員会（以下「調整委員

会」という。）を置く。 

２ 調整委員会は、委員十人以内で組織する。 

３ 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障がい者、障がい者の福祉に関する

事業に従事する者、事業者その他知事が必要と認める者のうちから知事が任命する。 

４ 前項の規定による委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

６ 調整委員会は、調査審議を行うために必要があると認めるときは、申立人、相手方その

他の関係人に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求める

ことができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

第四章 障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策 

（障害福祉サービス事業に従事する人材の育成の支援） 
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第二十五条 県は、障害福祉サービス事業を行う者が障害福祉サービス事業の円滑な実施を

図ることに資するため、障害福祉サービス事業に従事する人材の育成のために必要な施策

を講ずるよう努めるものとする。 

（教育） 

第二十六条 県は、障がいの有無にかかわらず児童及び生徒が共に教育を受けられるように

するために必要な施策を積極的に推進するとともに、障がい者に対する理解及び社会的障

壁の除去の重要性に対する理解を深めるための教育を推進するものとする。 

２ 県は、前項の施策を推進するため、障がい者である児童及び生徒が在籍する学校の設置

者及び当該学校、当該児童及び生徒の保護者、地域住民その他の関係者間における連携が

図られるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（就労の支援に係る情報の共有等） 

第二十七条 県は、障がい者の就労の機会の確保及び拡大並びに就労の継続を図るため、関

係機関、事業主その他の関係者と緊密に連携して障がい者の就労に関する情報の共有及び

その適切な活用を図るものとする。 

（情報の利用におけるバリアフリー化等） 

第二十八条 県は、障がい者が県政に関する情報を円滑に取得し、及び県に対してその意思

を表示することができるよう、点字、要約筆記その他の意思疎通のための手段による情報

の発信等に努めるものとする。 

２ 県は、県政に関する情報をインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を

通じて提供する場合において、障がい者が当該情報を支障なく利用することができるよう、

平易な表現を用いることその他の措置を講ずるものとする。 

３ 県は、障がい者に対し、点字、要約筆記その他の意思疎通のための手段による情報の提

供等が切れ目なく行われるようにするため、障がい者の意思疎通を仲介する者の養成及び

派遣等が図られるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

４ 手話による情報の発信等及び手話通訳を行う人材の育成等については、三重県手話言語

条例（平成二十八年三重県条例第五十号）の定めるところによる。 

（災害時等における支援） 

第二十九条 県は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第四十九条の七第

一項に規定する指定避難所（次項において「指定避難所」という。）において、障がい者の

円滑な利用の確保、障がい者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制

の整備その他の障がい者の良好な生活環境の確保に資する措置が講ぜられるよう、市町に

対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を実施するよう努めるものとする。 

２ 県は、災害その他非常の事態の場合に、障がい者に対しその安全を確保するため必要な

情報が迅速かつ的確に伝えられ、及び指定避難所、災害対策基本法第四十九条の四第一項

に規定する指定緊急避難場所その他適切な避難場所への障がい者の避難が適切に行われる

よう、市町に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を実施するよう努める

ものとする。 

（選挙等における投票の支援） 
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第三十条 県は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票にお

いて、公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第四十七条に規定する点字投票その他の選

挙人による投票を支援する制度の周知その他の障がい者が円滑に投票できるようにするた

めの取組を推進するため、市町に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を

実施するよう努めるものとする。 

（啓発活動） 

第三十一条 県は、不当な差別的取扱いをすることによる障がい者の権利利益の侵害の防止

等及び社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮を的確に行うことに資するための

措置に関する広報その他の啓発活動を行うものとする。 

２ 県は、障がい者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳に

ふさわしい生活を保障される権利を有することについての理解を深め、その権利を行使す

るために必要な知識を習得することができるようにするための啓発活動を行うものとする。 

３ 県は、障がい者に対する理解及び社会的障壁の除去の重要性に対する理解が深められる

よう、障がい者への対応の仕方の分かりやすい説明、社会的障壁の除去の重要性に関する

意識の啓発その他の啓発活動を行うものとする。 

４ 県は、県民による障がい者の自立及び社会参加への主体的な支援が円滑になされるよう、

当該支援の重要性に関する意識の啓発、障がい者の自立及び社会参加を促進するための取

組及び制度の周知その他の啓発活動を行うものとする。 

第五章 共生社会の実現に向けた施策の推進 

（共生社会の実現に向けた施策に関する計画） 

第三十二条 県は、障害者計画において、共生社会の実現に向けた施策について定め、これ

を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 知事は、前項の施策について定めようとするときは、あらかじめ、三重県障害者施策推

進協議会の意見を聴かなければならない。 

３ 前項の規定は、第一項に規定する施策の変更について準用する。 

（三重県障がい者差別解消支援協議会） 

第三十三条 障がいを理由とする差別を解消するための取組を推進するため、障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律第十七条第一項の規定に基づき、三重県障がい者差別

解消支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障がい者、障がい者の福祉に関する

事業に従事する者、事業者その他知事が必要と認める者のうちから知事が任命する。 

３ 協議会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十八条第一項に規定する

もののほか、同項に規定する事項の処理の結果明らかになった課題及び第二十条第一項の

規定により知事から報告を受けた課題を解決するための方策について調査研究を行うもの

とする。 

４ 協議会は、差別事案に関する相談並びに助言及びあっせんに係る事例を踏まえた障がい

を理由とする差別を解消するための取組を推進するため、障がい者その他の関係者及び県
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民の参加の下に、当該差別事案の処理状況の検証を定期的に行うとともに、その結果につ

いて県民に周知するものとする。 

５ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

第六章 雑則 

（財政上の措置） 

第三十四条 県は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（規則への委任） 

第三十五条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第三十二条及び第六章並びに附則第二項の規定 公布の日 

二 第三章（第十六条を除く。）、第四章及び第三十三条並びに附則第三項の規定 平成三

十一年四月一日 

（準備行為） 

２ 相談員並びに調整委員会及び協議会の委員の選任のために必要な行為、第二十四条第七

項の規則の制定その他の準備行為は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前におい

ても行うことができる。 

（助言又はあっせんの申立てに関する期間の特例） 

３ この条例の公布の日から平成三十一年三月三十一日までの間に、第十八条第三項に規定

する期間が経過することとなる差別事案については、同項の規定にかかわらず、平成三十

一年四月一日から起算して六月以内に限り、同条第一項の申立てをすることができる。 

（検討） 

４ この条例の規定については、この条例の施行後おおむね三年ごとに、この条例の施行の

状況、障害者基本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の関係法律

の見直しの状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。 
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◎三重県子ども条例（平成 23 年三重県条例第５号） 

子どもは、一人ひとりかけがえのない存在である。そして、子どもには生まれながらに豊

かに育つための権利がある。それは、安心して生きること、虐待やいじめそしてあらゆる暴

力や差別から守られること、自らの力を発揮して成長すること、そして、思いや意見が尊重

されることである。子ども一人ひとりが人として大切にされ、豊かに育つことができるよう

子どもの権利が守られなければならない。 

全ての子どもには自ら育つ力と多くの可能性があり、子どもは自分が受け止められ、認め

られていると実感することで自己肯定感を高めることができる。また、子どもは、家庭や学

校を始めとする地域社会での経験を通して、人との様々な関わりや多様な価値観に触れるこ

とで、人を思いやる心や自らの課題を乗り越える力を身に付けることができる。そして、次

の世代を大切に育てることのできる大人へと育っていく。そのために、人と人とが強い絆で

結ばれた地域社会を形成し、子ども一人ひとりが力を発揮して育つことができる社会へと向

かうことが求められている。 

私たちは、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子どもの権利が尊重される社会の

実現を目指すこととする。そのため、私たちは相互に連携し、協働して、子どもが豊かに育

つことができる地域社会づくりに取り組むことを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりについて、基本理念

を定め、並びに県の責務並びに保護者、学校関係者等、事業者、県民等及び市町の役割を

明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを総合的に推進

し、もって子どもの権利が尊重される社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 子ども 十八歳未満の者をいう。 

二 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。 

三 学校関係者等 教育、福祉その他子どもの育成に関連する分野の事務に従事する者を

いう。 

（基本理念） 

第三条 子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりは、次に掲げる事項を基本理念と

して行われなければならない。 

一 子どもを権利の主体として尊重すること。 

二 子どもの最善の利益を尊重すること。 

三 子どもの力を信頼すること。 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもが

豊かに育つことができる地域社会づくりに関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 
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２ 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、次条から第九条までに規定す

る役割に配慮するものとする。 

３ 県は、第十条の規定により、連携し、及び協働して行われる取組を支援するものとする。 

（保護者の役割） 

第五条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもを大切に育てる責務を有することを認識す

るとともに、子どもが力を発揮して育つことができるよう努めるものとする。 

（学校関係者等の役割） 

第六条 学校関係者等は、基本理念にのっとり、子どもの安全の確保並びに子どもが安心し

て学び、及び育つことができる環境づくりに努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、保護者が子どもを豊かに育てるために必要な雇用

環境の整備に努めるとともに、地域において子どもの育ちを見守り、及び支える取組の推

進に努めるものとする。 

（県民等の役割） 

第八条 県民及び子どもに関わる団体は、基本理念にのっとり、子どもが豊かに育つことが

できる地域社会づくりに関心を持ち、理解を深めることによって、子どもの育ちを見守り、

及び支えるよう努めるものとする。 

（市町の役割） 

第九条 市町は、基本理念にのっとり、子どもの育ちを見守り、及び支える施策の推進に努

めるものとする。 

（連携及び協働） 

第十条 保護者、学校関係者等、事業者、県民及び子どもに関わる団体並びに市町は、前五

条に規定する役割を果たすに当たっては、相互に連携し、及び協働するよう努めるものと

する。 

（施策の基本となる事項） 

第十一条 県は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりに関する施策の策定及び

実施に当たっては、次に掲げる事項の確保を旨とするものとする。 

一 子どもの権利について、子ども自身が知り、及び学ぶ機会並びに県民が学ぶ機会を提

供すること。 

二 子どもに係る施策に関して、子どもが意見を表明する機会を設け、参加を促すととも

に、子どもの意見を尊重すること。 

三 子どもが、自らの力を発揮して育つことができるよう、主体的に取り組む様々な活動

を支援すること。 

四 子どもの育ちを見守り、及び支えるための人材の育成を行うとともに、保護者、学校

関係者等、事業者、県民及び子どもに関わる団体並びに市町が行う活動の促進が図られ

るよう、環境の整備を行うこと。 

（相談への対応） 
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第十二条 県は、子どもからの相談に対応する窓口を設置し、国その他の関係機関と連携し

た適切な対応を行うものとする。 

（広報及び啓発） 

第十三条 県は、子どもの育ちについての県民の関心及び理解を深めるとともに、県民が行

う子どもの育ちを見守り、及び支える活動を促進するため、必要な広報及び啓発を行うも

のとする。 

（調査） 

第十四条 知事は、子どもの生活に関する意識、実態その他のこの条例に基づき県が行う施

策の推進に必要な事項を調査し、その結果を公表するものとする。 

（年次報告） 

第十五条 知事は、毎年、この条例に基づき県が行う施策の実施状況を評価し、これを年次

報告として取りまとめ、公表するとともに、施策への反映に努めるものとする。 

附 則 

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 
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◎三重県犯罪被害者等支援条例（平成 31年三重県条例第３号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 推進体制の整備（第八条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、犯罪被害者等に対する支援（以下「犯罪被害者等支援」という。）に関

し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにすると

ともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総

合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯

罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える社会の形成

を促進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

二 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

三 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられることをいう。 

四 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、プラ

イバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹
ひ

謗
ぼ う

中傷、報道機関等による過剰な

取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害

をいう。 

五 民間支援団体 犯罪被害者等支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。 

（基本理念） 

第三条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられるとともに、

その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、犯罪被害者等の立場に立

って適切に推進されなければならない。 

２ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被

害者等の置かれている生活環境その他犯罪被害者等の事情に応じて適切に推進されなけれ

ばならない。 

３ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れる

ことなく提供されることを旨として推進されなければならない。 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国及び市町

との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策（以下「犯罪被害者等支

援施策」という。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
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２ 県は、犯罪被害者等支援施策の策定及び実施に当たっては、国、市町等関係機関及び民

間支援団体その他犯罪被害者等支援に関係する者と相互に連携を図るものとする。 

（県民の責務） 

第五条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等

支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するととも

に、県が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者

等支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じ

ることのないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援施策に協力する

よう努めるものとする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労の支援及び勤務に十分配慮するとともに、

必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（民間支援団体の責務） 

第七条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する知識及び経験を

活用し、犯罪被害者等を支援するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援施策に協力す

るよう努めるものとする。 

第二章 推進体制の整備 

（総合的な支援体制の整備） 

第八条 県は、国、市町等関係機関及び民間支援団体その他犯罪被害者等支援に関係する者

と連携し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再

建に対する支援を行うとともに、必要な犯罪被害者等支援施策を推進するための総合的な

支援体制の整備に努めるものとする。この場合において、県は、再被害及び二次被害の防

止並びに犯罪被害者等が受けた被害の潜在化の防止について留意するものとする。 

２ 県は、前項の総合的な支援体制の整備に当たっては、それぞれの犯罪等による被害の状

況を踏まえ、犯罪被害者等が犯罪被害者等支援に関係する行政機関及び民間支援団体その

他犯罪被害者等支援に関係する者のいずれに支援を求めた場合であっても、必要な支援を

途切れることなく受けることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

（推進計画） 

第九条 県は、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支

援に関する計画（以下この条において「推進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 犯罪被害者等支援に関する基本方針 

二 犯罪被害者等支援に関する具体的施策 

三 前二号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援施策を推進するために必要な事項 

３ 県は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映するために必要

な措置を講ずるものとする。 

４ 県は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 
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５ 前二項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

６ 県は、推進計画に基づく施策の実施状況について公表するものとする。 

（支援従事者の育成） 

第十条 県は、犯罪被害者等が必要な支援を受けることができるよう、県及び市町の職員そ

の他犯罪被害者等支援に従事する者（以下「支援従事者」という。）に対し、犯罪被害者等

支援に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、支援従事者に対し、自らの配慮に欠けた言動により、犯罪被害者等に対し二次被

害を与えることがないよう、犯罪被害者等支援に関する研修の実施その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

（支援従事者に対する支援） 

第十一条 県は、支援従事者が犯罪被害者等支援を行う過程において犯罪被害者等と同様の

心理的外傷を受けることを防止するため、支援従事者に対する研修の実施その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（民間支援団体に対する支援） 

第十二条 県は、民間支援団体の活動の促進を図るため、犯罪被害者等支援に関する情報の

提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（市町に対する支援等） 

第十三条 県は、市町が相談体制の充実その他の犯罪被害者等支援施策を実施するに当たっ

ては、情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。 

２ 市町は、地域の状況に応じ、犯罪被害者等支援において、県と相互に連携し、協力する

ものとする。 

（財政上の措置） 

第十四条 県は、犯罪被害者等支援施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

第三章 基本的施策 

（相談及び情報の提供） 

第十五条 県は、犯罪被害者等が早期に日常生活及び社会生活を営むことができるようにす

るため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供

及び助言を行い、専門的知識又は技能を有する者を紹介する等必要な施策を講ずるものと

する。 

（経済的負担の軽減） 

第十六条 県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な

助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第十七条 県は、犯罪被害者等が犯罪等による心理的外傷その他の心身に受けた影響から回

復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サ

ービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（損害賠償請求に関する支援） 
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第十八条 県は、犯罪被害者等の状況を踏まえ、犯罪被害者等が行う損害賠償請求に関し、

情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（安全の確保） 

第十九条 県は、再被害及び二次被害を防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設

への入所による保護、防犯に係る指導及び助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取

扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（居住の安定） 

第二十条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の生

活の安定を図り、又は再被害及び二次被害を防止するため、県営住宅への優先的な入居そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（雇用の安定） 

第二十一条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等の就労に対する支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、事業者が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性につい

て理解を深めるとともに、犯罪被害者等を支えるための職場環境の整備及び改善並びに二

次被害の防止に向けた取組その他犯罪被害者等支援を促進できるよう、情報の提供その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

（県民の理解の促進） 

第二十二条 県は、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性につい

て県民の理解を深めるとともに、二次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させ

ることのないよう、犯罪被害を考える週間を設け、啓発を図るとともに情報の提供、教育

の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 犯罪被害を考える週間は、十一月二十五日から十二月一日までとする。 

（学校における教育の促進） 

第二十三条 県は、学校の設置者等と連携し、学校において児童、生徒等に対して犯罪被害

者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深めるとともに、

二次被害を防止するための教育その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（個人情報の適切な管理） 

第二十四条 県は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切

に管理しなければならない。支援従事者が個人情報を取り扱う場合も同様とする。 

附 則 

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。 

 

 


